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第２章 令和 7 年度事業実績 
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第１ 総務企画部 

１ 総務企画課 

(1) 地域保健医療福祉の総合的な推進 

１ 厚生統計関係調査事業  

国の厚生統計施策の基礎資料を得るとともに、保健・医療・福祉分野の施策を 

効果的・効率的に推進するため、各種統計調査を実施しました。 

(1) 保健衛生統計調査 

ア  人口動態調査（毎月） 

イ 医療施設動態調査（毎月） 

ウ 医療施設静態調査（3 年毎に実施：該当年 10 月） 

エ 病院報告（毎月） 

オ 地域保健・健康増進事業報告（毎年 6 月） 

カ 衛生行政報告例（年度報：5 月、隔年報：4 月） 

キ 患者調査（3 年毎に実施：該当年 10 月） 

ク 医師・歯科医師・薬剤師統計（2 年毎に実施：該当年 12 月） 

ケ 保健師活動領域調査（毎年：5 月） 

コ 国民生活基礎調査（世帯票 毎年：6 月） 

サ 受療行動調査（3 年毎に実施：該当年 10 月）  

(2) 社会福祉統計調査 

     福祉行政報告例（月報：毎月、年度報：4 月） 

 

２ 地域保健医療福祉推進事業 

地域における保健・医療・福祉の連携を強化し、地域の実態に即した保健医療福祉 

施策を推進するため、相双地域保健医療福祉協議会を開催しました。 

 開 催 日：令和 7 年 12 月 17 日 

 開催場所：相双保健福祉事務所保健所棟 2 階 大会議室 

 議  事：（１）協議事項 

        ア 相双地域保健医療福祉推進計画の改定等について 

        イ 相双地域保健医療福祉推進計画の進捗状況について 

      （２）報告事項 

        「図表で見る福島県相双地域の保健・医療・福祉の動向」について   
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■相双地域保健医療福祉協議会委員名簿(令和 7 年度)         （敬称略） 

分野 No 関係機関（役職名） 氏名 

医療 1 相馬郡医師会長 新道 譲二 

2 双葉郡医師会長 堀川 章仁 

3 相馬歯科医師会長 佐藤 宏 

4 相馬薬剤師会長 八牧 将彦 

5 福島県看護協会相双支部長 小野田 克子 

保健 6 相双地区食生活改善推進協議会長 菅野 一代 

7 福島県栄養士会相双支部長 田村 有香 

8 相馬地域産業保健センター コーディネーター 梅田 トシ子 

福祉 9 相双地区特別養護老人ホーム連絡協議会長 鹿山 奈美 

10 福島県保育所(園)・認定こども園協議会相双支部長 渡辺 滝 

11 福島県精神保健福祉協会相双支部長 熊倉 徹雄 

12 南相馬市社会福祉協議会長 佐藤 正彦 

衛生 13 双葉地区食品衛生協会長 大和田 正博 

行政 14 相馬市保健センター所長 半谷 修一 

15 南相馬市健康福祉部次長兼社会福祉課長 佐藤 弥生 

16 双葉地方保健担当者連絡会 統括保健師 澤田 裕美子 

17 相馬地方広域市町村圏組合事務局長 宇佐見 清 

18 双葉地方広域市町村圏組合事務局長 鈴木 孝治 

19 県相双地方振興局長 高橋 和司 

20 県相双教育事務所長 山本 秀和 

 

３ 地域医療介護総合確保基金事業【全庁重点】 

  団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年を展望し、医療・介護サービスの提供体

制整備を推進するため設置された「地域医療介護総合確保基金」を活用した事業提案

募集について、管内病院や医師会等にお知らせしました。 

 

４ 福祉避難所の指定等促進事業 

  県（本庁保健福祉総務課）では「県内全市町村に要配慮者が安心して避難できる避

難所が確保され、広域的な避難に対応できる体制が整備されている」ことを目指して

おり、当所では、未指定市町村への働きかけや、状況の把握を行いました。 

   管内福祉避難所指定済市町村：11 市町村（63 施設） 

   未指定町：1 町（令和 8 年 4 月 1 日現在） 
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５ 出前講座 

  保健・衛生・福祉に関する正しい知識の普及啓発を図るため、地域住民、企業、学

校等の希望に個別に対応して、当所職員を講師として派遣する「出前講座」を実施し

ました。 

 
分野 講座名 内 容 対象者 担当課 

開催 

回数 

１ 健康 
たばこに関す

る健康講座 

たばこの健康影響や受動

喫煙の防止等について 
事業所 健康増進課 １ 

２ 健康 

健康経営と 

職場の健康 

づくり 

健康経営の視点を取り入

れた職場の健康づくりに

ついて 

事業所 健康増進課 １ 

３ 健康 
こころの健康

講座 

こころの健康の大切さに

ついて 
事業所 健康増進課 ５ 

４ 健康 

ふくしま食の

基本に関する

講座 

健康づくりのためのバラ

ンスよい食事と減塩につ

いて 

事業所 健康増進課 １ 

５ 健康 
お口の健康 

講座 

食事などを楽しむための

歯の健康について 
事業所 健康増進課 １ 

６ 感染症 薬物乱用教室 

乱用されている薬物の心

身への影響や薬物に関す

る正しい知識について 

一般住民 医療薬事課 ２ 

７ 感染症 感染症予防講座 

インフルエンザ、感染症

胃腸炎などの症状から予

防策について 

事業所 医療薬事課 ６ 

８ 衛生 
理美容消毒衛生

講座 

理美容の衛生管理につい

て 
事業所 衛生推進課 ２ 

９ 衛生 食品衛生教室 

食中毒の原因からその予

防まで食品衛生のルール

について 

事業所 衛生推進課 ３ 

 

６ 地域診断事業 

  市町村における保健活動の方向性を整理するため、市町村支援のツールとして管内

１２市町村別に市町村カルテを作成し、健康を取り巻く状況の分析を行いました。 

 

７ ふくしま健康情報ステーション事業､福島県版健康データベース(FDB)事業 

  福島県立医科大学健康増進センターにおいて分析、評価された健康データの収集を

行いました。 
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(2) 人材の育成 

1 地域保健福祉関係職員研修事業 

適切な行政サービスを提供できるようにするため、地域保健福祉関係職員の資質の

向上を図りました。 

福島県地域保健福祉職員新任研修のフォローアップ研修 

開催日：令和７年 11 月 2６日 

参加者：相双方部の自治体職員１４名 

講 師：一般社団法人福島県精神保健福祉協会 

ふくしま心のケアセンター避難地域支援センター長 

兼企画支援部副部長（精神保健福祉士） 片柳 光昭 氏 

 

2 実習生等に対する教育・実習指導業務 

   保健・医療・福祉従事者養成機関等の要請に応じて、当該学生に対する教育指導 

を行いました。 

■実習生指導実績 

 

■看護師・保健師のインターンシップ（職場体験）支援の実績 

  実施日：令和 8 年 2 月 10 日    

体験先：南相馬市、楢葉町、富岡町、双葉町、浪江町 

  参加者：医療創生大学看護学部 3 年生：3 名 2 年生 13 名 

 

3 保健師現任教育推進事業【所重点】 

 福島県現任教育指針及びプログラムに基づき、組織全体で現任教育を支える環境の

構築及び、管内市町村保健師等を対象に集合研修を開催しました。 

 

 

 

実施機関、対象 受入先 人員 日数 実習期間 

福島県立医科大学 

看護学部 2 年生（地域看護学実習） 本所 ８ 7 

9/19、9/22、 

9/24～9/25、 

9/29～10/1 

福島県立医科大学 

医学部５年生（保健所実習） 本所 10 ２ 

11/19～11/20、 

1/21～1/22、 

２/18～2/19 

医療創生大学 

看護学部２年生（公衆衛生看護学 B） 
本所 ２ 4 7/7～７/10 
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《第 1 回》「事例検討研修」 

開催日：令和 7 年 6 月 26 日   参加者：計 27 名 

内 容：１ 講義 

「事例検討の意味とその進め方」 

（講師：武蔵野大学看護学部 教授 中板育美 氏） 

２ 事例検討 テーマ：母子保健 

「家族の家事育児協力が得られにくい母への支援が必要な事例」 

 

  《第 2 回》「保健事業の事業評価研修」及び「採用２・３年目フォローアップ研修」 

開催日：令和 8 年 1 月 28 日  参加者：20 名 

内 容：１ 講義 

     「保健事業の事業評価の考え方の理解」 

     （講師：医療創生大学 看護学部 稲毛映子 氏） 

   ２ 演習（個人ワーク＋グループワーク） 

     担当事業について評価指標を確認してみよう 

 

４ 地域保健福祉活動推進研修事業 

  効果的な地域保健対策を推進するため、関係職員の資質の向上を目的とした研修を

実施し、上記「3 保健師現任教育推進事業」の一環として集合研修を開催しまし

た。 

５ 地域医療体験研修事業【所重点】 

医学生を対象に、東日本大震災により県内で最も大きな被害を受けた相双地域の医

療や復興の現状について、医療機関や被災地の視察及び地域住民との交流等を通して

理解を深めていただきました。 

■体験研修開催実績     

  実施日：令和 7 年 7 月 29 日～31 日（2 泊 3 日）  参加者：12 名 

 内容 

(1) 地域医療等の現場視察 

現場視察を通して、被災地における医療・介護・福祉等の現状と課題等について 

学んだ。 

〔研修先：相馬市総合福祉センター（相馬市社会福祉協議会）、相馬広域こころの 

ケアセンターなごみ、南相馬市立総合病院、富岡消防署、ふたば医療 

センター附属病院〕 

(2) 地域視察等 

震災当時の状況や教訓、復興への取組状況の視察を通して相双地域への理解を 

深めた。 

〔研修先：中間貯蔵事業情報センター、NPO 法人 富岡町 3.11 を語る会〕      
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(３) 青少年の健全育成 

１ 青少年健全育成調査指導事業 

青少年健全育成条例の適正な運用を図るため、有害図書類の購入調査、有害環境の

実態調査及び関係業界に対する指導を行いました。 

(1) 図書類取扱業者の実態調査(書店等の指導) 

実施時期：10 月（５店舗） 

(2) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等への立入調査 

     実施時期：10 月（4 店舗） 

(3) 図書類自動販売機等の実態調査 

    管内において、有害図書類の自動販売機の設置実績はありませんでした。 

 

２ 福島県青少年健全育成推進大会の運営スタッフ事務 

   推進大会の会場設営、受賞者の受付等を行いました。 

  開 催 日：令和７年 11 月 20 日 

開催場所：パルセいいざか（福島市飯坂温泉観光会館）  

 

３ 南相馬市青少年育成市民会議総会 

   相双保健福祉事務所長が出席し、祝辞を述べました。 

開 催 日：令和７年６月６日 

 

(４) 民間団体等への支援 

民生委員及び児童委員諸活動支援事業 

民間奉仕者である民生委員及び児童委員の活動の支援を通して、社会福祉の増進を

図るため、民生委員及び児童委員の選任事務や民生委員協議会への負担金の交付等を

行いました。 

(1) 民生委員・児童委員に対する報償費の支出 

(2) 民生委員協議会に対する負担金の支出   対象協議会数：26 件 

 

■民生・児童委員の状況（令和８年 3 月 31 日現在）          （単位：人） 

市町村名 

定数 
(うち主任 

児童委員） 

現数 
(うち主任児

童委員） 

民生委員協議会 

名称 会長 事務局 

  相馬市 

第 1 方部 

23  17  相馬市第 1 方部 

民生委員協議会 
佐々木 政喜 

相馬市 

社会福祉課   (2) (2) 

  相馬市 

第 2 方部 

12  12  相馬市第 2 方部 

民生委員協議会 
加藤 光之 〃 

  (2) (2) 

  相馬市 

第 3 方部 

9  9  相馬市第 3 方部 

民生委員協議会 
建藤 洋悦 〃 

  (2) (2) 
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  相馬市 

第 4 方部 

6 6 相馬市第 4 方部 

民生委員協議会 
深谷 博文 〃 

  (2) (2) 

  相馬市 

第 5 方部 

6  6  相馬市第 5 方部 

民生委員協議会 
渡邊 文子 〃 

  (2) (2) 

  相馬市 

第 6 方部 

8  8  相馬市第 6 方部 

民生委員協議会 
森  節子 〃 

  (2) (2) 

  相馬市 

第 7 方部 

7  7  相馬市第 7 方部 

民生委員協議会 
小田原 芳子 〃 

  (2) (2) 

 

 
相馬市 

第 8 方部 

5  5  相馬市第 8 方部 

民生委員協議会 
大橋 文子 〃 

 (2) (2) 

 相馬市 

第 9 方部 

12  11  相馬市第 9 方部 

民生委員協議会 
菊地 三起郎 〃 

 (2) (2) 

 
相馬市計 

88  81  
相馬市計 9 民協   

 (18) (18) 

  南相馬市 

原町区 

原町方部 

55  41  南相馬市原町民生 

委員児童委員協議会 
鈴木 礼子 

南相馬市社会

福祉協議会   
(3) (3) 

  南相馬市 

高平方部 

11  9  南相馬市高平民生 

委員児童委員協議会 
西村 ユキ子 〃 

  (2) (1) 

  南相馬市 

大甕方部 

11  10  
南相馬市大甕民生 

委員児童委員協議会 
大内 眞弓 〃 

  (2) (2) 

  南相馬市 

太田方部 

10  9  南相馬市太田民生 

委員児童委員協議会 
牛来 敏夫 〃 

  (2) (1) 

  南相馬市 

石神方部 

22  20  南相馬市石神民生 

委員児童委員協議会 
佐藤 正彦 〃 

  (2) (2) 

  南相馬市 

鹿島方部 

34  29  南相馬市鹿島民生 

委員児童委員協議会 
髙橋 昭一 〃 

  (2) (2) 

  南相馬市 

小高方部 

31 28 

  
南相馬市小高民生 

委員児童委員協議会 
門馬 孝子 〃 

  (2) (2) 

  
南相馬市計 

174 146 
南相馬市計 7 民協   

  (15) (13) 

  
広野町 

17  10  広野町民生委員協議

会 
根本 耕一 

広野町 

健康福祉課   (2) (1) 

  
楢葉町 

22  17  楢葉町民生児童委員

協議会 

古田土 美智

子 

楢葉町社会福

祉協議会   (2) (2) 

  
富岡町 

34  24  富岡町民生児童委員

協議会 
寺島 利文 

富岡町社会福

祉協議会   (2) (2) 

  
川内村 

13  13  川内村民生児童委員

協議会 
秋元 一弘 

川内村社会福

祉協議会   (2) (2) 

  
大熊町 

27  25  大熊町民生児童委員

協議会 
根本 友子 

大熊町社会福

祉協議会   (2) (2) 
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双葉町 

19  9  双葉町民生児童委員

協議会 
作田 みどり 

双葉町社会福

祉協議会   (2) (1) 

  
浪江町 

59 44  浪江町民生児童委員

協議 
半谷 珠代 

浪江町社会福

祉協議会   (3) (3) 

  
葛尾村 

10  10  葛尾村民生児童委員

協議会 
松本 松男 

葛尾村社会福

祉協議会   (2) (2) 

  
新地町 

26  24  新地町民生児童委員

協議会 
加藤 利之 

新地町社会福

祉協議会   (2) (2) 

 
飯舘村 

28  27  飯舘村民生児童委員

協議会 
渡邊 勝義 

飯舘町社会福

祉協議会  (2) (2) 

郡部計 
255 203 

郡部計 10 民協   
(21) (19) 

合計 
517  430 

相双計 26 民協 
 

 (54) (50) 

 

(５) 社会福祉法人の認可、法人・施設の適正な運営の確保 

１ 社会福祉法人指導事務 

  社会福祉法人・施設の適正な運営を確保するため、社会福祉法に基づく認可等事務

を行いました。 

（1）社会福祉法人    定款変更届 ：2 件  理事長変更届：１件 

（2）社会福祉協議会     定款変更認可：2 件  理事長変更届：２件 

 

２ 社会福祉法人監督事務 

  社会福祉事業の健全な経営と公正な運営を確保するため、社会福祉法人に対する指

導監査を実施しました。 

 

■社会福祉法人監査の実績     （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 類 対象数 実施数 

施設経営法人 12 ６ 

（うち保育所経営法人） (2) (1) 

町村社会福祉協議会 10 ３ 

合計 22 ９ 
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 (６) 生活保護の適正実施  

１ 行旅死亡人取扱負担金 

行旅病人及び行旅死亡人の医療、葬祭等に要した費用について、遺留金品や扶養義 

務者等により弁償されない場合に市町村が負担した費用について、必要経費を審査

し、実施機関である市町村に交付しました。  

  交付件数：5 件 

※行旅死亡人とは、行き倒れになって死亡し、遺体の引き取り者がいない人のこと。 

 

(７) 援護事業の推進  

１ 援護業務施行事務 

  管内の戦没者追悼式への参列 

  管内の戦没者追悼式へ相双保健福祉事務所長が参列し、「追悼のことば」を述べ 

ました。 

 双葉郡戦没者追悼式 

  開 催 日：令和 7 年 10 月 8 日 

  開催場所：まるあい斎苑まごころホール 

 

 

２ 戦傷病者特別援護法に基づく援護業務 

 戦傷病者特別援護法に基づき、戦傷病者乗車券類引換証の交付等に関する事務を行

いました。令和 7 年度に引換証の交付対象者はいませんでした。 
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第２ 健康福祉部 

1-1 保健福祉課（高齢者支援チーム） 

(1)福祉・介護人材に関する事業等の推進  

１ 福祉・介護人材プロジェクト【全庁重点】 

相双管内の人材確保の課題や対策事業の推進等を協議するため「相双地域高齢者福祉

施策推進会議」を開催しました。 

開催日：令和８年１月 20 日   開催方法：集合開催 

 

(2) 認知症施策の推進  

 １ 福島県認知症施策推進事業 

認知症に関わる地域支援関係者等に対して、認知症対応力の向上を図るため、認知

症地域支援推進員情報交換会・地域支援関係者認知症対応力向上研修を開催しました。 

   開催日：令和 7 年 12 月 10 日   開催方法：集合開催 

 

２ 認知症疾患医療センター運営事業【全庁重点】 

「認知症疾患医療センター」（管内は雲雀ヶ丘病院）において、保健医療・介護機関

等との連携を図りながら、認知症疾患に関する鑑別診断、周辺症状と身体合併症に対

する急性期治療、専門医療相談等を実施しました。当所は「認知症疾患医療センター」

が設置・運営する協議会の運営支援を行いました。 

開催日：令和 8 年 1 月 30 日  開催方法：書面開催 

 

(3)地域リハビリテーションの推進  

１ 地域リハビリテーション支援体制整備推進事業 

高齢者や障がい者が、それぞれの状態に応じた適切なリハビリテーションが実施さ

れ、住み慣れた地域においていきいきとした生活を送ることができるよう、地域リハビ

リテーション支援体制の整備を図りました。 

このため、圏域毎に指定している地域リハビリテーション広域支援センター（管内は

南相馬市立総合病院）が設置している相双地域リハビリテーション連絡協議会の運営

支援を行いました。 

開催日：令和 7 年 11 月 19 日  開催方法：Web 開催 
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(4) 介護サービス基盤の整備 

１ 福島県高齢者福祉計画等推進事業 

圏域別連絡会議  

市町村の高齢者福祉計画等の進捗状況の管理や課題の検討などを行うため、「相双

地域高齢者福祉施策推進会議」を開催しました。 

開催日：令和８年１月２０日     開催方法：集合開催 

 

２ 軽費老人ホーム事務費補助金 

軽費老人ホームの入所利用料事務費の一部減免分を補助しました。 

当所は関係書類の審査及び進達を行いました。 

補助先：１件 

 

３ 施設整備資金利子補給事業 

社会福祉法人等の施設整備に係る独立行政法人福祉医療機構からの借入れに対する

当該年度の利子償還金に対して補助金を交付しました。 

当所は関係書類の審査及び進達を行いました。 

補助先：2 件 

 

(5) 介護保険制度の円滑な運営 

１ 介護保険審査会運営事業 

要介護（要支援）認定に関する審査請求事案を審理・裁決を行うため、「介護保険

審査会」を設置していますが、令和７年度は事案がありませんでした。 

 

２ 介護保険者指導事業 

介護保険の円滑な運営を図るため、保険者である市町村に対して、介護保険業務に

関する技術的助言を行いました。 

令和 7 年 10 月 14 日：双葉町 

令和 7 年 10 月 24 日：南相馬市 

令和 7 年 11 月 11 日：川内村 

令和 7 年 11 月 26 日：葛尾村 

令和 7 年 12 月 4 日：新地町 

令和 7 年 12 月 19 日：広野町 
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３ 介護サービス提供事業者の指定等事業 

介護保険法に基づく居宅サービス事業所、施設サービス事業所及び介護予防サービ

ス事業所の指定申請（変更を含む）に関する助言・指導を行いました。 

(1) 指定申請の電算システム入力 

(2) 指定申請書の審査及び進達 

 

(6) 高齢者の権利擁護の推進 

高齢者等のいのちと権利を守る総合支援事業 

高齢者等が住み慣れた地域で安心して普通に暮らせるよう、市町村が進める権利擁

護のための体制整備を支援しました。 

当所は、高齢者権利養護等推進研修事業において実施される本庁高齢福祉課主催の

研修に参加するとともに、市町村に助言・指導を行いました。 

 

(7) 障がいがある方が活躍できる社会づくり 

１ やさしいまちづくり推進事業 

「人にやさしいまちづくり条例」を広く普及させるため、条例の整備基準に適合す

る施設に対し、「やさしさマーク」を交付しました。 

交付件数：５件 

 

２ おもいやり駐車場利用制度推進事業 

車いす使用者用駐車スペースの適正利用を図るため、利用対象者からの申請に基づ

き利用証を交付しました。 

交付件数：414 件 

 

(8) 高齢者の健康と生きがいづくりの推進 

１ 百歳高齢者知事賀寿事業 

百歳の誕生日を迎えた管内の高齢者を訪問し、長寿を祝うとともに、高齢者福祉に

ついての関心と理解を深めました。 

贈呈者数：103 人 

 

２ 老人クラブ活動等社会活動促進事業【全庁重点】 

高齢者が生きがいを持ち、健康で豊かな生活を送ることができるよう、老人クラブ

活動等に対し補助金を交付しました。 

老人クラブ数：125 クラブ 

会 員 数：5,383 人 
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補 助 率：国 1/3、県 1/3 

交付件数：相馬市外 10 市町村 

 

(9) 地域包括ケアシステムの深化と推進 

１ 地域包括ケアシステム構築支援事業【全庁重点・所重点】 

(1) 地域包括ケアシステム深化・推進事業補助金 

市町村における地域包括ケアシステム体制構築を推進するため、体制整備や先駆的

に実施する事業に要する経費を補助しました。 

当所は関係書類の審査及び進達を行いました。 

補助先：2 件（2 市町）    補助率：10／10 

 

(2) 生活支援体制整備事業に関する情報交換会 

高齢者の生活支援体制づくりや介護予防の基盤整備に向けて、生活支援コーディネ

ーターを対象に「相双地域生活支援コーディネーター情報交換会」を開催しました。 

開催日：令和 7 年 9 月 10 日  開催方法：集合開催 

    

２ 高齢者地域課題解決支援事業 

  介護保険法の理念である自立支援（生活の質の向上）に向けて、市町村における 

「自立支援型地域ケア会議」の導入及び定着を支援しました。 

 

自立支援型地域ケア会議支援 

市町村における「自立支援型地域ケア会議」の立ち上げを支援するため、市町村・ 

地域包括支援センター、介護事業所、専門職の資質向上を目的とした研修や専門職

の派遣調整を行いました。 

当所は、会議を開催した市町村に対し、専門職の派遣調整や助言・指導を行いま

した。 

   自立支援型地域ケア会議運営アドバイザー派遣：１町（１回） 

 

(10) 在宅医療・介護連携の推進 

１ 相双医療圏退院調整ルール【所重点】 

現在ある資源を有効に活用した相双地域に合った退院調整ルールの構築に向けた 

医療と介護の連携を推進するため、平成 29 年 4 月より「相双医療圏退院調整ルー 

ル」を運用しています。 

また、運用後の定期的なモニタリング（運用状況調査）、評価や見直し、関係団体 

等との調整のため、「相双医療圏退院調整ルール運用評価会議」を開催しました。  

開催日：令和 8 年 1 月 20 日   開催方法：集合開催 
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(11) 社会福祉法人・施設の適正な運営の確保 

１ 社会福祉法人監督事務 

社会福祉事業の健全な経営と公正な運営を確保するため、本庁社会福祉課と合同で高

齢者入所施設に対する監査を実施しました。 

 

(12) 介護サービス事業者の対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化 

１ 介護保険施設等の指導等事業 

介護保険サービスを提供する施設、事業所における適正な事業運営を確保するため、

介護保険法等の規定に基づき、本庁社会福祉課と合同で運営指導を実施しました。 

 

■要介護（要支援）認定者数（令和 8 年 1 月末現在）                      （単位：人） 

 

 

 

 

 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

相馬市 207 277 337 498 320 312 226 2,177

南相馬市 645 607 670 504 460 550 314 3,750

広野町 15 45 52 48 32 48 30 270

楢葉町 29 72 85 99 63 68 47 463

富岡町 78 105 168 198 141 129 90 909

川内村 7 55 38 49 37 35 24 245

大熊町 71 82 116 90 78 78 57 572

双葉町 63 61 109 88 51 63 47 482

浪江町 174 198 266 241 184 180 107 1,350

葛尾村 10 16 16 22 20 15 13 112

新地町 80 61 81 79 66 62 37 466

飯舘村 70 73 54 60 47 70 47 421

管内計 1,449 1,652 1,992 1,976 1,499 1,610 1,039 11,217

県内計 15,408 15,802 23,714 21,259 16,596 16,156 9,942 118,877

総　　数

市町村
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要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

相馬市 201 274 331 486 314 306 221 2,133

南相馬市 632 593 665 492 452 539 306 3,679

広野町 14 44 51 46 32 47 30 264

楢葉町 29 72 85 97 63 65 46 457

富岡町 77 101 167 193 137 126 90 891

川内村 7 53 38 47 36 35 24 240

大熊町 67 78 111 90 76 77 57 556

双葉町 61 59 108 83 51 60 45 467

浪江町 174 197 265 231 181 178 106 1,332

葛尾村 10 16 16 22 20 15 13 112

新地町 80 61 81 77 65 62 37 463

飯舘村 69 71 54 55 46 68 46 409

管内計 1,421 1,619 1,972 1,919 1,473 1,578 1,021 11,003

県内計 15,185 15,474 23,352 20,751 16,253 15,825 9,673 116,513

市町村

第１号被保険者(６５歳以上の人)

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

相馬市 6 3 6 12 6 6 5 44

南相馬市 13 14 5 12 8 11 8 71

広野町 1 1 1 2 0 1 0 6

楢葉町 0 0 0 2 0 3 1 6

富岡町 1 4 1 5 4 3 0 18

川内村 0 2 0 2 1 0 0 5

大熊町 4 4 5 0 2 1 0 16

双葉町 2 2 1 5 0 3 2 15

浪江町 0 1 1 10 3 2 1 18

葛尾村 0 0 0 0 0 0 0 0

新地町 0 0 0 2 1 0 0 3

飯舘村 1 2 0 5 1 2 1 12

管内計 28 33 20 57 26 32 18 214

県内計 223 328 362 508 343 331 269 2,364

第２号被保険者(４０歳から６４歳の人)

市町村
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■要介護度別構成比                          （単位：％） 
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要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
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1-2 保健福祉課（児童家庭支援チーム） 

(1) 子育て支援施策の推進 

１ 子どものための教育・保育給付事業 

   子ども・子育て支援法による施設型給付（認定こども園、保育所及び幼稚園）及び

地域型保育給付（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育）を行

いました。 

   ※当所は関係書類の審査及び進達を行いました。 

負担率：国 1/2、県 1/4、市町村 1/4    給付先：相馬市外 4 市町  

 

 2 子育てのための施設等利用給付事業 

   子ども・子育て支援法による施設等利用費（幼稚園、預かり保育事業及び認可外保

育施設等）の給付を行いました。 

   ※当所は関係書類の審査及び進達を行いました。 

   負担率：国 1/2、県 1/4、市町村 1/4    給付先：相馬市外２市町 

 

3 地域の子育て支援事業【全庁重点】 

次の 1６事業を実施する市町村に対し、補助を行いました。 

①利用者支援事業 

②延長保育事業 

③実費徴収に係る補足給付を行う事業 

④多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

⑤放課後健全育成事業 

⑥子育て短期支援事業 

⑦乳児家庭全戸訪問事業 

⑧養育支援訪問事業 

⑨子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

⑩子育て世帯訪問支援事業 

⑪児童育成支援拠点事業 

⑫親子関係形成支援事業 

⑬地域子育て支援拠点事業 

⑭一時預かり事業 

⑮病児保育事業 

⑯子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

※当所は関係書類の審査及び進達を行いました。 

    補助率：国 1/3、県 1/3、市町村 1/3   補助先：相馬市外９市町村  
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4 ふくしま保育料支援事業【全庁重点】 

(1) 多子世帯保育料軽減事業 

認可保育所、認可外保育施設に入所する第 3 子以降の 3 歳未満児にかかる保育 

料について、市町村が減免する額の一部を補助しました。 

補助率：10/10 

補助先：相馬市外４市町村 

 

5 認可外保育施設運営支援事業【全庁重点】 

認可外保育施設の事業に要する経費の一部を支援する市町村に対して、補助を行い 

ました。 

(1) 入所児童健康診断費補助 

入所児童の健康診断に要する経費の一部を補助しました。 

補助率：県 1/2、市町村 1/2 

補助先：令和 7 年度は補助なし 

(2) 認可外保育施設運営費補助 

市町村が運営費の独自補助を行っている認可外保育施設に入所する児童の保育に 

要する経費の一部を補助しました。 

補助率：県 1/2、市町村 1/2 

補助先：南相馬市 

 

(2) 保育人材の確保、定着 

１ 産休等代替職員費補助事業 

民間の児童福祉施設等の職員が出産又は傷病のため、長期間にわたる休暇を必要と

する場合に代替職員を任用することにより、産休等職員の母体の保護及び専心療育を

保障し、施設における児童等の処遇の確保を図るものです。 

補助率：3/４ 

※令和 7 年度は 1 施設に補助 
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■保育所・認定こども園の状況（令和８年 4 月 1 日現在） 

管内の認可保育所は 17 箇所、幼保連携型認定こども園は 12 箇所、幼稚園型認定

こども園は 1 箇所設置されています。子ども・子育て支援法に基づき策定された市町

村子ども・子育て支援事業計画により、各市町村とも地域のニーズに応じた保育事業

を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

(人) (％) (人)

中村報徳保育園 法人 60 12 17 31 0 0 0 60 100.0 ○

相馬保育園 法人 120 7 17 15 25 21 23 108 90.0 ○

みなと保育園 法人 170 9 26 21 32 22 23 133 78.2 ○ ○ ○

さくらがおか保育園 法人 60 10 14 22 0 0 0 46 76.7 ○

スクルドエンジェル保育園そうま園 法人 30 0 2 5 2 4 3 16 53.3 ○

幼保連携型
認定こども園

みどり幼稚園 法人 215 0 0 0 61 72 83 216 100.5 ○

655 38 76 94 120 119 132 579 88.4

北町保育所 法人 60 4 13 10 14 14 15 70 116.7 ○

よつば保育園 法人 150 18 16 6 32 42 42 156 104.0 ○

よつば乳児保育園西町園 法人 50 4 14 36 0 0 0 54 108.0 ○

かしま保育園 市 108 9 19 18 19 24 25 114 105.6 ○ ○

かみまの保育園 市 60 0 4 11 12 7 6 40 66.7 ○

みなみそうま
ペンギン国際幼児園

法人 50 8 10 9 11 10 10 58 116.0 ○

原町聖愛こども園 法人 90 6 9 13 16 22 24 90 100.0 ○ ○

おだか認定こども園 市 123 4 7 19 14 20 16 80 65.0 ○ ○ ○

はらまち認定こども園　聖桜 法人 120 7 17 18 22 21 25 110 91.7 ○ ○

さゆり幼保園 法人 100 5 10 14 25 27 24 105 105.0 ○

幼稚園型認定
こども園

原町みなみこども園 法人 130 0 11 14 29 28 23 105 80.8

1041 65 130 168 194 215 210 982 94.3

広野町
幼保連携型

認定こども園
広野こども園 町 136 4 13 20 15 20 20 92 67.6 0 ○

楢葉町
幼保連携型

認定こども園
あおぞらこども園 町 285 1 9 19 18 26 24 97 34.0 0 ○ ○ ○ ○

認可保育所
夜の森保育所
（あだたらつつじ保育施設）

町 休止中

幼保連携型
認定こども園

富岡にこにここども園 町 90 2 10 9 12 10 16 59 65.6 ○ ○ ○ ○

川内村
幼保連携型

認定こども園
かわうち保育園 村 52 0 2 5 3 6 6 22 42.3 0 ○ ○ ○

認可保育所 大熊町保育所 町 休止中

幼保連携型
認定こども園

大熊町立認定こども園学び舎ゆめの森 町 64 1 7 10 7 5 8 38 59.4 ○ ○ ○ ○

双葉町 認可保育所 まどか保育園 法人 休止中

浪江町
幼保連携型

認定こども園
浪江にじいろこども園 町 90 3 9 6 10 16 15 59 65.6 ○

葛尾村

新地保育所 町 150 8 17 13 25 25 28 116 77.3 ○ ○ ○

福田保育所 町 90 0 6 7 6 12 4 35 38.9 ○ ○ ○

駒ヶ嶺保育所 町 90 0 8 9 7 9 18 51 56.7 ○ ○ ○

330 8 31 29 38 46 50 202 61.2

飯舘村
幼保連携型認
定こども園

までいの里のこども園 村 139 1 1 3 6 5 7 23 16.5 0 ○ ○

2882 123 288 363 423 468 488 2153 74.7 0 3 3 10 12 23

【参考：開設者別等の内訳】

7 498 17 54 58 69 77 81 356 71.5 3 5 4

10 750 72 129 155 116 113 116 701 93.5 1 1 9

8 979 16 58 91 85 108 112 470 48 3 2 7 3 7

5 655 18 47 59 153 170 179 626 95.6 3 3

新地町
認可保育所

0

小計

法人立保育所

公立認定こども園

法人認定こども園

合計

公立保育所

富岡町

.

0

大熊町 0

南相馬市

認可保育所

0

小計

幼保連携型
認定こども園

相馬市

認可保育所

0

小計

待
機
児
童
数

市町村 施設の種類 施設の名称

設
置
主
体

(

箇
所

)

定員

備考１
歳

２
歳

３
歳

４
歳

５
歳
以
上

計

休
日
保
育

入所児童数現員(人)

充
足
率

地
域
子
育
て
支
援

拠
点

０
歳

一
時
預
か
り

障
が
い
児
保
育

延
長
保
育

各保育事業実施状況(箇所)
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■認可外保育施設の状況（市町村別・入所児童数別の施設数） 

  保健福祉事務所では、認可外保育施設に対し、毎年現地調査等を実施し、その運営状

況の把握に努めています。令和 7 年度の調査時(令和 7 年 8 月 1 日)における状況は次

表のとおりです。 

 

 

 

(3) 要保護児童等対策の強化 

児童入所施設措置費 

管内の児童入所施設等（里親含む）への入所措置をとった場合に要する経費を負担

しました。 

年度末入所者数：11 人 

扶助 費 支出 額 ：44,568 千円 

     （知的障害児施設：33,072 千円、里親：11,497 千円） 

■委託里親の状況（令和 8 年 4 月 1 日現在） 

   広野町２人、楢葉町 2 人、富岡町 1 人 

 

 

 

 

 

～9人
10～
19人

20人～ ～9人
10～
19人

20～
29人

30人～

相馬市 1 2 0 0 0 0 0 3 40

南相馬市 1 1 0 1 1 0 0 4 43

広野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

楢葉町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富岡町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

川内村 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大熊町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

双葉町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浪江町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

葛尾村 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新地町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯舘村 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 2 3 0 1 1 0 0 7 83

事業所内保育所
（箇所） 施設数

合　計
（箇所）

入所
児童数
（人）

その他の保育所
（箇所）

区分

市町村
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 ■児童福祉施設市町村別入所措置状況（令和８年 4 月 1 日現在）    （単位：人） 

 

 

(4) 女性福祉の向上 

配偶者暴力相談支援センターネットワーク事業【所重点】 

女性相談支援員を配置し、家庭や生活、就職、離婚等の女性に関わる相談への対応や

関係機関との連絡調整を行いました。 

女性相談支援員：2 人（母子・父子自立支援員との兼務を含む） 

相談受付：261 件 

※福島県女性保護事業実施要綱第 25 条に基づく業務報告による分類 

 

 

 

 

 

 

市町村

種別 施設名

児童自立支援施設 福島学園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いわき育英舎 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

福島愛育園 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5

青葉学園 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

アイリス学園 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

堀川愛生園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

白河学園 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

会津児童園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

森の風学園 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

乳児院 若松乳児院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東洋学園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大笹生学園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

白河めぐみ学園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

白河こひつじ学園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

桜ヶ丘学園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ばんだい荘わかば 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福島整枝療護園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福島県総合療育センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮城県拓桃医療療育センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国立病院機構福島病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国立病院機構いわき病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国立病院機構宮城病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国立病院機構米沢病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

里親 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 8

自立生活援助事業所 自立生活援助事業所 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

入所支援事業所 入所支援事業所アルバ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

自立援助ホームやまびこ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

自立援助ホームNEXT小法師 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

児童心理治療施設 青森おおぞら学園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

6 8 0 0 3 0 2 0 2 2 0 3 7 33

自立援助ホーム

合　　　　　　計

※管外：保護者の住民票が管外（ケース移管なし）である方

管
外
※

合
　
計

児童養護施設

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

独立行政法人国立病院機構

大
熊
町

双
葉
町

浪
江
町

葛
尾
村

新
地
町

飯
舘
村

相
馬
市

南
相
馬
市

広
野
町

楢
葉
町

富
岡
町

川
内
村
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■相談指導の状況                           （単位：件）   

 

 

(5) ひとり親家庭等の福祉の向上 

１ ひとり親家庭相談事業【所重点】 

母子・父子自立支援員を配置し、母子家庭、父子家庭及び寡婦の就業相談等に応じ、

その自立に必要な情報提供等を行いました。 

母子・父子自立支援員：2 人（女性相談支援員との兼務を含む） 

相談受付：423 件 

■母子父子自立支援員の相談受付状況            （単位：件） 

生活一般 児童 経済・生活 父子 その他 合 計 

19 4 398 2 0 423 

 

２ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

(1) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

母子（父子）家庭の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため、各種資 

金の貸付を行いました。 

就学支度資金：   1 件  生 活 資 金： ０件  修 業 資 金： 1 件 

   修 学 資 金： 10 件  就職支度資金： 0 件  転 宅 資 金： 0 件 

 技能習得資金：   0 件 

夫等からの暴力 137 6

薬物中毒・酒乱 0 0

離婚問題 34 3

その他 5 2

人 子どもからの暴力 1 14

間 養育困難 0 0

関 その他 1 5

係 親からの暴力 0 0

4 4

1 3

0 0

0 売春強要 0

その他 0 0

0 0

0 0

3 261

22

16

家庭不和 「女性のための相談支援センター」
における一時保護件数

8
その他

その他の者からの暴力 売春防止法５条違反

男女問題 人身取引

ストーカー被害 計

交
際
相
手

交際相手からの暴力 不純異性交遊

同性間の交際相手からの暴力

ヒモ・暴力団関係者

子
ど
も

医
療
関
係

病気

精神的問題

妊娠・出産

親
族

その他

その他の親族からの暴力 住居問題

その他 帰省先なし

夫
等

経
済
関
係

生活困窮

サラ金・借金

求職

その他
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■母子父子寡婦福祉資金貸付状況                （単位：円） 

資金の名称 新規貸付額 継続分貸付額※ 貸付額（合計） 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

就学支度資金 １ 410,000 0 0 １  410,000 

 小・中学  ０ 0 0 0 ０ 0 

高校 １ 410,000 0 0 １ 410,000 

専門・短大・

大学 

０ 0 0 0 ０ 0 

修学資金 ３ 2,661,441 7 2,406,336 10 5,067,777 

 高校 ２ 1,169,195 3 1,439,040 5 2,608,235 

専門・短大 0 0 1 518,280 1 518,280 

大学 １ 1,492,246 3 449,016 4 1,941,262 

修業資金 1 300,000 0 0 1 300,000 

生活資金 0 ０ 0 0 0 0 

技能修得資金 ０ ０ 0 0 0 ０ 

就職支度資金 0 ０  0 ０ 0 0 

住宅資金 0 ０ 0 ０ 0 0 

転宅資金 0 ０ 0 ０ 0 0 

合計 5 3,371,441 7 2,335,134 12 5,777,777 

※過年度に貸付を決定し、当該年度も引続き貸付を行ったもの 

 

(6) 障がいのある子どもやその家族が安心して暮らすための支援 

児童措置費 

(1) 障がい児入所施設に入所措置をとった場合に要する経費を負担しました。 

東洋学園児童部  

年度末入所者数：５人  

扶助費支出額：33,072 千円 

 

(2) 契約に基づき、障がい児施設を利用する児童の施設利用に係る入所給付費を支給し 

ました。 

対象者数：８人（本庁で支給処理） 
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(7)子育て世帯の経済的支援及び安心して子育てできる環境づくりの推進 

児童手当事務指導監査 

児童手当支給の適正な事務を確保するため、市町村に対する児童手当事務指導監査 

を実施しました。                                   

実施市町村：楢葉町、双葉町、飯舘村 

 

(8) 児童福祉施設の適正な運営の確保 

社会福祉法人等指導監査事務 

社会福祉事業の健全な経営と公正な運営を確保するため、児童福祉施設に対する指 

導監査を実施しました。 

 実施時期：令和 7 年 7 月 3 日～令和 8 年 3 月１日 

実施件数 

・保育所：13 施設（実地 13、書面 0） 

・認定こども園：12 施設（実地 11、書面 1） 

・児童厚生施設：9 施設（実地 4、書面 5） 

・認可外保育所：7 施設（実地 7、書面 0） 

 

 

(9) 社会福祉サービス事業者のサービスの質の確保 

指定障がい福祉サービス事業者等の指導等事業 

児童福祉法に基づく障がい児福祉サービスを提供する障がい児通所支援事業所の適

正な事業運営の確保が図られるよう実地指導等を行いました。 

 

(10) 母子保健施策の推進  

1 受胎調節実地指導員指定証交付事業  

受胎調節を行う厚生労働省の定めた実地指導員の指定を行うものですが、申請はあ

りませんでした。 

 

2 新生児聴覚検査体制支援事業  

市町村において聴覚障がいの早期発見・早期支援が図られるよう、本庁子育て支援 

課において普及啓発を行いました。当所においても、相談支援体制の整備に努めまし 

たが、相談はありませんでした。 
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３ こども家庭センター設置促進【全庁重点】  

妊産婦や子育て世帯、こどもに対し、母子保健・児童福祉に関する相談支援を一体 

的に行う機関として、令和 6 年 4 月から市町村においてこども家庭センターの設置 

が努力義務となりました。 

当所では、設置及び機能の充実に関する市町村からの相談に対応しました。 

 

■こども家庭センター設置状況 （令和８年 4 月 1 日現在） 

 設置済市町村 11 市町村 

 【内訳】令和６年 4 月設置  相馬市、南相馬市 

令和６年 10 月設置 浪江町 

令和７年４月設置  広野町、楢葉町、大熊町、葛尾村、飯舘村 

令和７年９月設置  川内村 

令和８年４月設置  富岡町、双葉町 

 

４ 不妊症・不育症支援ネットワーク事業【全庁重点】  

福島県立医科大学における不妊治療体制の充実や関係機関のネットワークを構築す 

るとともに、不妊や不育症で悩む夫婦等の相談に対応できる体制を整備しています。 

当所は下記協議会等に参加しました。 

(1) 不妊症・不育症支援ネットワーク協議会への参加（県子育て支援課主催） 

開催日：令和７年 11 月 17 日 

(2) 不妊治療等に関する研修会への参加（県子育て支援課主催） 

開催日：令和８年１月 15 日 

 

５ 妊産婦等支援事業【全庁重点・所重点】  

 女性特有の健康等に関する相談に対応するなど、地域の特性に応じた妊娠期から子 

育て期にわたる切れ目のない支援を行うための事業を実施しました。 

(1) 女性のミカタ健康サポートコール等事業                   

専用電話を設置し、家族等身近では相談しにくい不妊・不育症治療や人工妊娠中  

絶等妊娠に関する悩み、思春期の性や心の問題、更年期障がい等女性特有の健康に 

関する相談に対応しました。 

  電話相談対応：延べ 82 件 

  サポートコールセンター以外の電話相談 39 件 

  来所相談：22 件    

  

(2) 不妊専門相談センター活用事業 

不妊・不育症等に関する相談を受け、専門医への相談が必要とされる場合、福島 

県立医科大学に設置した不妊専門相談センターの適切な支援へつなぎます。 

対応件数：延べ１件 
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(3) 妊娠高血圧症候群等特別助成事業 

妊娠高血圧症候群等の妊婦が入院 7 日以上の場合に 21 日を限度として支給さ

れるものですが、申請はありませんでした。 

 

(4) 不妊等健康教育事業 

        妊娠・出産に関する理解を深めるための個別相談会等を実施しました。 

   個別相談会（不妊セミナー：県生殖医療センター主催） 

  開催日：令和７年 1２月１１日  参加人数：１人 

   

(5) 妊婦連絡票等活用事業 

妊婦連絡票が市町村及び医療機関で活用されるよう推進するとともに、連絡票の 

送付があった妊産婦等について、家庭訪問等を実施するものですが、相談等はあり 

ませんでした。 

 

(6) 未来へつながる性と健康の支援事業【全庁重点】 

若い男女が身体の状況を知り、健やかな妊娠・出産等に向けた健康管理に取り 

組めるよう、プレコンセプションケアに関する周知を行いました。 

 

6 市町村妊娠出産包括支援推進事業【全庁重点・所重点】  

市町村がこども家庭センターを設置し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない 

支援を行うため、連絡調整会議及び研修等を実施しました。 

(1) 連絡調整会議（市町村巡回）の実施 

  市町村巡回：令和 7 年７月～９月  巡回市町村：1２市町村 

    連絡会議 ：令和 7 年 11 月 14 日   

(2) 研修会の開催 

  第１回 開催日：令和 7 年 5 月 20 日 参加機関：1５機関 

第２回 開催日：令和 7 年 6 月 26 日 参加機関：９機関 

（市町村保健師等現任教育事例検討研修と併せて開催） 

   (3) 市町村母子保健事業への支援 

  乳幼児健診体制整備・人的支援 延べ 17 回（健診 14 回、体制整備 3 回） 

   個別支援（後方支援：ケース会議等） 延べ 9 件 

 

７ 不妊治療支援事業【全庁重点・所重点】  

令和 4 年 4 月から治療の一部が保険適用となった不妊治療について、保険適用外 

となる治療及び不妊検査を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図るため費用の一部を助 

成しました。 

当所は、相談の対応や申請書類の受付を行いました。 
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    ■特定不妊治療費助成実績 （単位：件） 

  実数 延べ件数 

申請件数 82 118 

相談件数 115 132 

 

８ 不育症治療費助成事業・不育症検査費用助成事業 

妊娠はするが、繰り返す流産や死産により赤ちゃんを授かれない不育症夫婦への支 

援のため、治療費等の一部を補助しています。 

 また、先進医療に指定された「不育症検査費用」の一部を助成しています。 

当所は、相談に対応するとともに、申請書の受付を行いました。 

治療費 

助成対象者：不育症と診断され、不育症治療を受けた法律上の夫婦     

助成内容  ：1 回の妊娠につき 15 万円を限度とする。 

 

検査費用 

助成対象者：既往流産死産回数が２回以上で、県内の市町村に住民票がある方 

助成内容  ：先進医療として告示されている不育症検査を対象に、１回の検査に 

かかる費用の７割に相当する額（千円未満切り捨て）。６万円を限 

度とする。 

 

■不育症治療費・検査費用助成実績 （単位：件） 

  実数 延べ件数 

治療費申請件数 １  １  

検査費用申請件数 ３ ３ 

相談件数 ８      ８  

 

9 小児慢性特定疾病対策事業（小児慢性特定疾病医療支援）【所重点】  

小児慢性特定疾病児童等（以下、小慢児童等）に対して、健全育成の観点から、小 

児慢性特定疾病医療支援に係る医療費の一部を助成し、小慢児童等家庭の医療費の負 

担軽減を図りました。 

(1) 小児慢性特定疾病児童手帳交付事業 

小慢児童等の症状が急変した場合に、その場にいる周囲の者による医療機関等へ 

の連絡等が速やかに行われ、また、学校生活等において関係者が小慢児童等の症状 

を正しく理解し適切な対応が図られるよう、小慢児童等の保護者に対して手帳を交 

付しました。 

令和 7 年度新規交付件数：19 件 
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■小児慢性特定疾病医療費支援事業認定状況（令和８年３月３1 日現在）   （単位：人）  

 

 

(2) 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 

      慢性疾病児とその家族の支援体制を整備するとともに、疾病の状態及び療育の状

況に応じた適切な指導・相談・助言を行い、慢性疾病児の自立、成長及びその家族

の負担軽減を支援しました。 

   ア 家庭訪問 延べ 7 件 

イ 交流会の開催 

     開 催 日：令和 7 年 10 月 26 日 

     参加人数：9 名（対象者 3 組 3 名、支援者 6 名） 

     内  容：講話・交流会 

ウ 自主グループ「がんばりっこサークルなないろ」への支援 

 「がんばりっこサークルなないろ」の活動が継続できるように、活動運営の補

助、会員への助言や相談支援、市町村・関係機関への周知等を実施しました。 

 

 

疾
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/
市
町
村

悪
性
新
生
物

慢
性
腎
疾
患

慢
性
呼
吸
器
疾
患

慢
性
心
疾
患

内
分
泌
疾
患

膠
原
病

糖
尿
病

先
天
性
代
謝
異
常

血
液
疾
患

免
疫
疾
患

神
経
・
筋
疾
患

慢
性
消
化
器
疾
患

染
色
体
又
は
遺
伝
子
に

変
化
を
伴
う
症
候
群

皮
膚
疾
患
群

骨
系
統
疾
患
群

脈
管
系
疾
患
群

市
町
村
計

相馬市 5 1 3 7 3 3 3 1 0 0 3 2 0 0 0 0 31

南相馬市 7 1 0 9 3 2 3 0 1 0 4 5 1 1 0 0 37

広野町 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4

楢葉町 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

富岡町 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

川内村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

大熊町 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 10

双葉町 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3

浪江町 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

葛尾村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新地町 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7

飯舘村 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

7年度計 17 4 3 19 16 5 10 2 1 1 11 9 2 1 1 0 102

※申請者98名（4名は2つの疾患で認定）
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10 未熟児等に対する健康支援事業 

身体障がい児等に対し、医療費の一部負担を行うほか、新生児を対象とした先天性 

代謝異常検査の費用負担等の支援制度があります。 

当所は、市町村等の相談への対応や給付申請に関する事務を行いました。 

  (1) 育成医療医療費支援事業 

身体に障がいのある児童のうち、確実に治療効果が期待される児童に必要な医療 

の給付を行うため、市町村からの意見書の受付等に関する事務を行いました。 

   ■育成医療審査依頼件数             （単位：件）   

      

   

 (2) 結核児童療育医療費等支援事業 

      結核児童（入院）に必要な医療の給付等を行うものですが、申請はありませんで

した。 

       実施主体：指定医療機関    給付内容：医療、学用品、日用品 

 

(3) 先天性代謝異常等検査事業 

 先天性代謝異常症等の早期発見、早期治療を図るため、新生児の血液によるマス 

スクリーニング検査を行いました。 

当所は、検査結果を踏まえて医療機関との連絡調整及び対象児の家族への事後指 

導を実施しています。 

令和 7 年度精密検査受診件数：1 件  

 

市
町
村

肢
体
不
自
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視
覚
障
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い

聴
覚
・
平
衡
機
能
障
が
い

音
声
・
言
語
・
そ
し
ゃ

く

機
能
障
が
い

心
臓
機
能
障
が
い

腎
臓
機
能
障
が
い

小
腸
機
能
障
が
い

肝
臓
機
能
障
が
い

そ
の
他
の
内
臓
障
が
い

免
疫
機
能
障
が
い

市
町
村
計

相馬市 1 1 2 4

南相馬市 1 1

広野町

楢葉町

富岡町

川内村

大熊町

双葉町

浪江町

葛尾村

新地町

飯館村

7年度計 1 1 3 5
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■マススクリーニング検査の状況               （単位：人） 

 

 

11 被災した子どもの健康生活対策等総合支援事業【全庁重点・所重点】 

子ども健やか訪問事業 

避難の長期化等に伴う心身の健康課題に対応するため、「子ども健やか訪問員」を確 

保・育成し、市町村から情報提供を受けた対象児童を持つ家庭の支援を行いました。 

対象：避難生活をしている児童を持つ家庭（主に 1 歳児及び 4 歳児、継続支援児） 

■対応実績   

市町村 対象者（人） 実件数（延べ件数） 

浪江町 3 3(4) 

 

 

12 市町村母子保健事業指導事務  

市町村で実施する母子保健事業に対し相談等支援を行いました。 

   市町村母子保健事業への支援実績 

    支援回数：26 回 

 

 (11) 児童相談体制の充実 

１ 市町村虐待対応強化支援事業 

市町村を中心とした地域ぐるみの児童虐待対応を支援するため、要保護児童対策地域 

協議会等に参画し、技術的助言を行いました。 

 

２ 子どもの心のケア事業【全庁重点】 

「ふくしま子ども支援センター」(NPO 法人ビーンズふくしまに委託)による専門職派 

遣事業を活用し、管内市町村が実施する乳幼児検診や相談会等において、被災した乳幼 

児とその家族に対する心の健康支援を実施しました。 
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■ふくしま子どもの心のケアセンターによる管内市町村への専門職派遣実績 

 

 

(12) 障がいのある子どもに対する相談支援体制の充実 

発達障がい児支援者スキルアップ事業【所重点】 

乳幼児健診や保育に携わる支援者等が、発達障がいの理解やその特性に応じた支援 

方法等を学ぶとともに情報を共有することで、支援能力の向上及び切れ目ない支援体 

制を構築できることを目指し、相双地域発達障がい児支援者スキルアップ研修会を開 

催しました。 

 

（1）第 1 回 

開 催 日：令和７年 6 月１８日  

開催場所：富岡町文化交流センター学びの森 第一会議室 

参加人数：２６人 

  （2）第２回 

   開 催 日：令和 8 年 2 月１２日 

   開催場所：福島県環境創造センター環境放射線センター 大会議室 

参加人数：47 人 

 

相馬市 34 57

南相馬市 48 48

広野町 14 16

楢葉町 8 9

富岡町 23 31

川内村 0 0

大熊町 13 15

双葉町 12 22

浪江町 12 12

葛尾村 5 5

新地町 12 12

飯舘村 0 0

計 181 227

医師(3)・臨床心理士(9)・託児スタッフ(4)

医師(3)・臨床心理士(4)・託児スタッフ(2)

（括弧内は人数（人））

医師(3)・臨床心理士(18)・託児スタッフ(5)・運動指導士
(5)

医師(3)・臨床心理士(6)・ベビーマッサージ講師(2)・リ
トミック・ヨガ講師(4)

臨床心理士(48)

臨床心理士(4)・託児スタッフ(5)・リトミック・ヨガ講師
(2)・その他(11)

臨床心理士(12)

臨床心理士(4)・言語聴覚士(1)

臨床心理士(12)

派遣
回数

専門職種延べ
派遣人数
（人）

臨床心理士(57)
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1-3 保健福祉課（障がい者支援チーム） 

(1) 障がい福祉サービスの充実 

１ 特別障害者手当等給付費 

  障がい者の所得保障と福祉の増進を図るため、日常生活において常時特別の介護を  

要する 20 歳以上の在宅の最重度障がい者、20 歳未満の在宅の重度障がい児及び重度

障がい者に対し特別障害者手当等を支給しました。 

※市は市福祉事務所から支給し、町村分を県保健福祉事務所から支給します。 

特別障害者手当： 409 件 （支給月：5 月、8 月、11 月、2 月）※支給回数 

障害児福祉手当： 386 件  

経過的福祉手当： 12 件  

  

■特別障害者手当等受給者状況（令和８年 4 月 1 日現在）  （単位：人）  

区分 特別障害

者手当 

障害児福

祉手当 

経過的福

祉手当 

受給者

計 市町村 

 相馬市 26 22 1 49 

 南相馬市 30 25 0 55 

市計 56 47 1 104 

  広野町 2 3 0 5 

 楢葉町 7 9 1 17 

 富岡町 4 6 0 10 

 川内村 4 0 0 4 

 大熊町 4 5 0 9 

 双葉町 4 2 0 6 

 浪江町 6 2 0 8 

 葛尾村 1 1 0 2 

双葉郡計 32 28 1 61 

 新地町 0 1 0 1 

 飯舘村 2 2 0 4 

相馬郡計 2 3 0 5 

郡計 34 31 1 66 

合計 90 78 2 170 

前年同日 79 78 2 159 

対前年同日比（増減） 11 0 0 11 
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２ 障がい福祉サービス等給付事業 

(1) 障がい福祉サービス等給付事業 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 29 条に基づく 

介護給付費及び訓練等給付費（在宅系・施設系）について、市町村が指定障害福祉 

サービス事業所に支出した費用の一部を負担しました。 

負 担 率：国 1/2、県・市町村 1/4   交付件数：相馬市 外 11 市町村 

 

(2) 身体障がい児者補装具費給付事業 

身体障がい児（者）の障がいを軽減させるために行う義肢、車いす等の補装具の 

   給付・修理にかかる補装具費について、市町村が支出した費用の一部を負担しまし 

た。 

負 担 率：国 1/2、県・市町村 1/4   交付件数：相馬市外 11 市町村 

 

(3) 自立支援医療給付費（更生医療） 

身体障がい者が更生するために行う医療費について、市町村が支出した費用の一  

部を負担しました。 

負 担 率：国 1/2、県・市町村 1/4   交付件数：相馬市外 10 市町村 

 

(4) 育成医療費支援事業（育成医療） 

 心身ともに健全な子どもの出生と育成を図るために、身体に障がいのある 

児童のうち、確実な治療効果が期待できる児童の医療費について、市町村が 

支出した費用の一部を負担しました。 

 負 担 率：国 1/2、県・市町村 1/4    交付件数：相馬市外 7 市町 

 

3 社会福祉施設整備事業 

障がい者の福祉サービスの充実を図るため、社会福祉施設の整備、改修等を行う法 

人に対し、整備費の一部を補助しました。 

当所は、当該１法人に対して、計画書提出や交付申請時に助言・指導等を行いました。 

 

4 障害者総合支援法関係事務 

(1) 指定障害福祉サービス事業所等の指定等事務 

指定障害福祉サービス事業所等の指定申請書及び変更届等の審査事務並びに指定障 

害福祉サービス事業所等からの相談、問い合わせ等への助言・指導を行いました。 
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■管内指定障害福祉サービス事業所等の指定状況（令和 8 年 4 月 1 日現在） 

       (単位：件) 

 

※１障害者支援施設：生活介護＋施設入所支援が 5 か所  生活介護＋就労 B（休止中）＋施設入所支援が 1 か所 

※２児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、児童福祉法を根拠法令として指定している。 

 

(2) 自立支援医療（精神通院医療）事務 

自立支援医療機関の指定申請及び自立支援医療受給者証の記載事項変更等の事務

処理を行いました 

 

(3) 市町村自立支援給付支給事務等実地調査 

自立支援給付に関する業務等が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対して自

立支援給付支給事務等に関する実地調査を行いました。 

実施件数：6 町村 

 

サービス種別 事業所数(うち休止中) 

居宅介護 15（2） 

重度訪問介護 13（1） 

行動援護 0（0） 

同行援護 2（0） 

短期入所 11（1） 

共同生活援助 10（0） 

就労移行支援 1（1） 

就労継続支援Ａ型 0（0） 

就労継続支援Ｂ型 24（0） 

就労定着支援 1（1） 

生活介護 7（0） 

自立訓練（生活訓練） 3（0） 

自立生活援助 1（0） 

宿泊型自立訓練 0（0） 

計画相談支援 19（4） 

地域移行支援 7（2） 

地域定着支援 7（2） 

障害者支援施設※１ 6（0） 

地域活動支援 3（1） 

児童発達支援※２ 15（3） 

放課後等デイサービス※２ 17（2） 

※R8.5.1～1 事業所休止予定 



 

47 

 

■身体障害者手帳所持者数（令和 8 年 4 月 1 日現在）   (単位：件) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数

市町村

視覚
聴覚
平衡

音声
言語
そしゃく

肢体
不自由

内部

1,387 105 123 12 654 493

2,975 192 349 42 1,348 1,044

4,362 297 472 54 2,002 1,537

広野町 204 10 8 2 102 82

楢葉町 374 29 29 5 204 107

富岡町 572 24 44 5 271 228

川内村 182 16 19 2 69 76

大熊町 404 21 35 8 186 154

双葉町 284 17 15 4 150 98

浪江町 822 49 70 8 367 328

葛尾村 81 3 10 1 43 24

2,923 169 230 35 1,392 1,097

新地町 313 13 22 2 166 110

飯舘村 333 14 41 4 163 111

646 27 63 6 329 221

3,569 196 293 41 1,721 1,318

7,931 493 765 95 3,723 2,855

100 6.2 9.6 1.2 46.9 36.1

7,917 485 768 96 3,797 2,771

100 6.1 9.7 1.2 48 35

14.0 8.0 △ 3.0 △ 1.0 △ 74 84.0

0.0 + 0.1 △ 0.1 0.0 △ 1.1 + 1.1

前年同日構成比（％）

前年比（増減・人）

構成比増減（ポイント）

郡計

双葉郡計

相馬郡計

合計

構成比（％）

前年同日計（人）

手帳所持
者数
（人）

障がい内訳（人）

市計

相馬市

南相馬市
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■ 療育手帳所持者の状況（令和 8 年 4 月 1 日現在） (単位：件) 

 
 

■ 精神障害者保健福祉手帳所持者数（令和 8 年 4 月 1 日現在） (単位：件) 

 

人数

市町村 Ａ（人） Ｂ（人）

110 270 380

186 515 701

296 785 1,081

広野町 24 37 61

楢葉町 44 57 101

富岡町 46 78 124

川内村 15 28 43

大熊町 31 86 117

双葉町 15 40 55

浪江町 49 137 186

葛尾村 11 12 23

235 475 710

新地町 23 49 72

飯舘村 23 70 93

46 119 165

281 594 875

577 1,379 1,956

29.5 70.5 100

575 1,352 1,927

29.8 70.2 100

2.0 27.0 29.0

△ 0.3 0.3 △ 0.0

前年同日構成比（％）

前年比（増減・人）

構成比増減（ポイント）

郡計

双葉郡計

相馬郡計

合計

構成比（％）

前年同日計（人）

障害程度
計（人）

市計

相馬市

南相馬市

人数

市町村 １級 ２級 ３級

315 338 348 48 225 75

483 550 572 41 347 184

798 888 920 89 572 259

広野町 40 37 43 2 23 18

楢葉町 58 60 63 2 37 24

富岡町 84 103 107 2 66 39

川内村 9 17 17 2 8 7

大熊町 91 93 106 9 45 52

双葉町 43 51 52 3 26 23

浪江町 146 154 165 19 73 73

葛尾村 15 17 16 1 12 3

486 532 569 40 290 239

新地町 55 57 63 4 32 27

飯舘村 44 41 51 5 33 13

99 98 114 9 65 40

585 630 683 49 355 279

1,383 1,518 1,603 138 927 538

100% 9% 58% 34%

郡計

双葉郡 計

相馬郡 計

合計

構成比（％）

５年度末 ６年度末 ７年度末
障害等級

市計

相馬市

南相馬市
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 (2) 相談支援体制の構築 

１ 相談支援体制整備事業【全庁重点】 

(1) 市町村自立支援協議会に対する支援 

管内自立支援協議会及び各専門部会の活動状況等を把握するとともに、協議会等に 

参画して活動を支援しました。 

 

(2) 圏域連絡会の開催 

障がい福祉の推進のため、圏域の課題等を検討する相双障がい保健福祉圏域連絡会 

を開催しました。 

開 催 日：令和 8 年 3 月 12 日   

開催場所：県環境創造センター 環境放射線センター 大会議室 

 

２ 障がい児（者）地域療育等支援事業 

(1) 障がい児（者）専門相談支援事業 

相談支援アドバイザーを配置（社会福祉法人福島県福祉事業協会に委託）し、市 

町村における相談支援体制の整備を支援しました。 

相談対応件数：延べ 175 件 

 

(2) 障がい児等療育支援事業 

地域の医師、理学療法士等の療育の専門家を活用することで、地域における専門 

的な相談支援体制を確保しました。 

    相談支援件数：延べ 23 件 

 

３ 市町村地域生活支援事業補助事業 

障がい者及び障がい児の自立した日常生活又は社会生活を確保するために、市町村 

及び相馬地方広域市町村圏組合において実施される理解促進研修・啓発事業、基幹相 

談支援センター等機能強化事業、成年後見制度法人後見支援事業、意思疎通支援事 

業、日常生活用具給付等事業、手話奉仕員養成研修事業、移動支援事業、日中生活支 

援事業等を支援しました。 

補 助 率：国 1/2、県 1/4  交付件数：相馬市外 11 市町村、1 広域圏組合 

 

(3) 地域生活移行の促進・定着 
１ 精神障がい者地域移行・地域定着推進事業【所重点】 

(1) 精神障がい者自立生活支援事業 

精神障がい者の地域移行・地域定着を推進するため、本庁障がい福祉課が設置し 

た精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステム構築推進連絡会に２回参画し、 

課題把握と解決策の検討 

を行いました。 
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(2) 精神障がい者地域移行圏域ネットワーク強化研修 

圏域の地域移行推進体制を強化するため、圏域の関係者間で課題や取組の方向性 

等を共有することで、地域移行に関わる関係者の連携を深めることを目的に研修会 

を開催しました。 

 令和７年度は医療観察制度地域連絡協議会を兼ねての開催や基幹相談支援セン

ター拓より就労支援をテーマとした研修会開催の希望があったため、年３回研修

を開催しました。 

第１回（福島県医療観察制度地域連絡協議会も兼ねて実施。） 

  開 催 日：令和 7 年 7 月 22 日(火) 

  参加者数：44 名 

  内 容：制度説明「精神保健福祉法の基礎について」 

               「医療観察制度について」 

    第２回 

     開 催 日：令和 7 年 8 月 27 日（火） 

     参加者数：29 名 

     内 容：講演「障害者雇用等の現状と支援」 

     講 師：社会福祉法人ほっと福祉記念会 鈴木 康弘 氏 

    第３回 

     開 催 日：令和 7 年 11 月 20 日(木) 

     参加者数：22 名 

     内 容：講演「相馬地方における障害福祉サービス、相談支援体制の現地点」 

（雲雀丘病院院内研修） 

     講 師：相馬地方基幹相談支援センター拓 遠藤 真史 氏 

 

(3) 精神障がい者地域生活移行理解促進研修 

精神障がい者の支援を身近な地域へ移行し、地域定着を円滑かつ効果的に実施す 

るため、地域住民や市町村職員等に対して、精神疾患及び精神障がいの理解促進と 

地域移行・地域定着に関する理解を深めるため研修会を開催しました。 

 

(4) 保健・医療・福祉体制の充実 

１ 重度障がい者支援事業 

(1) 重度心身障がい者医療費補助事業 

    市町村が実施する重度心身障がい者の医療費の助成分を補助しました。 

 補 助 率：1/2（入院時食事療養費の標準負担額は対象外） 

交付件数：相馬市 外 11 市町村 
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(2) 在宅重度障がい者対策事業 

市町村が実施する在宅重度障がい者に対する治療材料等の給付費用を補助しました, 

補 助 率：1/2   交付件数：相馬市 外 9 市町村 

 

  (3) 人工透析患者通院交通費補助事業 

市町村が実施する人工透析通院患者に対する通院費用の助成分を補助しました。 

補 助 率：1/2   交付件数：相馬市 外 11 市町村 

 

２ 精神保健医療費関係事業 

(1) 精神障がい者の措置入院等 

    精神保健福祉法に基づき、保護申請または通報のあった精神障がいにより自傷他

害のおそれのある者を精神保健指定医 2 人が診察し、その結果入院が必要と認め

られる者を指定病院に搬送し、措置入院させました。 

 

■申請・通報・届出件数                    （単位：件） 

年
度 

保
護
申
請 

（
２
２
条
） 

通報件数 

計 

診
察
不
要
件
数 

診察件数 

措
置
件
数 

措
置
解
除
件
数 

年
度
末
現
在 

措
置
患
者
数 

警
察
官 

（
２
３
条
） 

検
察
官 

（
２
４
条
） 

矯
正
施
設 

（
２
６
条
） 

一
次 

二
次 

５   １ 21 0 0 22 2 18 13 13 12 １ 

６ 1 2９ 3 1 34 6 28 22 19 15 3 

７ １ 24 1 0 25 1 25 11 10 14 1 

※簡易通報については、本庁障がい福祉課で受理し計上するため、当所件数として計上しない。 

 

(2) 措置入院者の管理 

措置入院者の適正な医療及び保護を図るため、措置入院者の医療費を公費負担す 

るに当たり、措置入院者の費用徴収認定延べ 10 件、措置解除 14 件等の管理を行 

いました。 

 

(3) 医療保護入院者の管理 

    医療保護入退院者届の台帳整理、精神保健福祉センターへの提出等、医療保護入

院者の管理を行いました。  
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■医療保護入院届出件数（令和７年度）  医療保護入院届出の疾患内訳（令和７年度）             

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

３ 精神保健指導事業【所重点】  

(1) 精神訪問指導事業 

精神疾患の早期治療及び精神障がい者の社会復帰の促進を図るため、精神保健福 

祉に関する相談対応や訪問指導を行いました。 

ア 心の健康相談 実施回数：３回 

実施場所：相馬市保健センター、楢葉町保健福祉会館 

相談者数 実 5 人、延べ 5 人 

イ 精神保健福祉相談（随時） 

来所相談：実 10 人、延べ 20 人 

電話相談：実 143 人、延べ 922 人 

ウ 家庭訪問（随時） 実 30 人、延べ 82 人 

 

(2) 精神科病院実地指導及び入院患者の実地審査 

    人権に配慮した適正な精神医療の確保、入院制度等の適正な運用を図るため、管

内の精神科病棟を有する病院の実地指導（特別実地指導：本庁主体で実施するも

の、一般実地指導：保健所主体で実施するもの）及び実地審査を行いました。 

実地指導：2 ヶ所（一般実地指導 2 ヶ所） 

実地審査：1 ヶ所（医療保護入院者 3 人） 

 

 

市町村 件数 

相馬市 

南相馬市 

広野町 

楢葉町 

富岡町 

川内村 

大熊町 

双葉町 

浪江町 

葛尾村 

新地町 

飯舘村 

管外 

15 

39 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

2 

1 

1 

計 60 

疾患別 件数 割合 

器質性精神障害 

統合失調症 

気分（感情）障害 

知的障害 

中毒性精神障害 

認知症 

うつ病 

アルコール依存症 

双極性感情障害 

その他 

0 

14 

0 

2 

0 

25 

4 

1 

4 

10 

0% 

23.3% 

0% 

3.3% 

0% 

41.7% 

6.7% 

1.7% 

6.7% 

16.7% 

計 60 100.0% 

※管外の精神科病院への入院は除く 

   （令和 8 年 3 月 31 日現在、管内 5 病院中 3 病院休）

止） 
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(5) 自殺対策及び被災者の心のケア対策の推進 

１ 自殺対策緊急強化基金事業【所重点】 

(1) 普及啓発事業 

自殺予防に関する普及啓発を図るため、9 月、3 月の自殺予防対策強化月間に、 

全国と比較して自殺死亡率の高い若者を対象に啓発資料の配付を実施しました。 

     ア 啓発資料の配付 

① 9 月自殺予防対策強化週間 

内  容：啓発資料の配付  配布部数：2,629 部 

対 象 者：管内の高校生（特別支援学校高等部を含む）、専門学校生ほか 

② 3 月自殺予防対策強化月間 

内  容：啓発資料の配付  配布部数：3,000 部 

対 象 者：管内の高校（特別支援学校高等部を含む）及び専門学校の卒業

生ほか 

 

(2) 市町村人材育成事業 

地区リーダーや被災者の健康支援等を対象とした研修を開催し、自殺の兆候を発 

見し、自殺を予防するゲートキーパーを養成するとともに、市町村や関係機関の職 

員を対象とした研修を開催し、担当職員の資質向上を図りました。 

市町村等の関係機関と自殺の現状及び課題に対応した自殺対策を検討するために、 

相双地域自殺対策推進協議会を設置しています。 

ア 自殺予防ゲートキーパー養成研修会  

令和７年度は、精神障がい者地域生活移行理解促進研修会も兼ねて実施しま

した。 

開 催 日：令和 7 年 11 月 13 日   参加者数：6 名 

対 象：警察、消防本部、教育機関、市町村 

内 容：行政説明「自殺の現状とゲートキーパーについて」 

       講演「心のサポーター養成」 

講 師：一般社団法人 福島県精神保健福祉協会 

         ふくしま心のケアセンター 企画支援部避難者支援センター 

          専門員（社会福祉士） 横山 朱里 氏 

イ 相双地域自殺対策推進協議会 

     開 催 日：令和 7 年 9 月 25 日 

     開催場所：相馬市中央公民館 大会議室 

     参 集 者：16 機関 19 名 

     議 題：①自殺対策の取組について 

            ②研修「子どもの自殺対策における援助希求促進」 

           ③意見交換「自殺対策に係る課題等について」  

     講 師：公立大学法人山形県立保健医療大学看護学科教授 安保 寛明 氏 
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(3) 市町村自殺対策強化事業 

市町村が地域の状況に応じて実施する、うつ病ハイリスク者に対する相談支援、 

住民向けの啓発等の自殺対策事業に対して補助しました。 

補 助 率：1/2、2/3     交付件数：9 市町村 

 

(4) 対面型相談支援事業   

うつ病患者の家族に対して、うつ病に関する基礎知識や対応方法などの情報を伝 

えるとともに、相談及び家族同士の交流の場を提供することにより家族の悩みや不 

安を軽減し、サポート力を高めるためうつ病家族教室を開催しました。 

   

 

 

 

(5) 市町村自殺対策計画の策定支援 

地域自殺対策推進センターと協働し、管内市町村自殺対策計画の策定を支援する 

ものですが、令和７年度の支援実績は、ありませんでした。 

 

２ 被災者の心のケア事業【全庁重点・所重点】  

 (1) 被災者の心のケア事業  

被災者の PTSD（心的外傷後ストレス障害）やうつ病、アルコール問題等の心の

問題に対応するため、地域の精神保健活動の拠点である「ふくしま心のケアセンタ

ー」と連携し、処遇困難ケースについて支援等を図りました。 

相馬広域こころのケアセンターなごみ連絡会への出席  １回 

こころのケアセンター双葉出張所連絡会及びいわき方部連絡会への出席 ９回 

 

(2) アルコール家族相談事業 

アルコール依存症者の家族を対象に、依存症への理解や対処法を学ぶ家族相談会 

を開催しました。 

 

開催回数：家族教室６回 

開催場所：相双保健福祉事務所大会議室 

参加者数：家族教室 実４人、延べ 16 人 

内  容：CRAFT（コミュニティ強化法と家族トレーニング）を活用し、家族 

自身の生活の質の改善や飲酒時への対処法等を学びました。令和７年

度から、福島医科大学の佐藤秀樹氏を講師として、「家族も元気にな

れる話、ストレス対処法」等をテーマに講話をしていただきました。 

開催回数：４回 

開催場所：相双保健福祉事務所 大会議室、第４相談室 

参加者数：５家族、実４人、延べ 10 人 
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(3) 震災対応型アウトリーチ推進事業 

県（本庁障がい福祉課）が「特定非営利活動法人相双に新しい精神科医療保健福 

祉システムをつくる会」に委託して実施している震災対応型アウトリーチ推進事 

業」について、委託先で開催するケースカンファレンス及び事業の評価委員会に参 

画し、対象ケースの共有等を図りました。 

    

 

 

 

 

 

 

(6) 青少年の総合相談支援 

 １ 青少年総合相談支援事業 

   青少年育成支援の関係団体が連携し、青少年に対する支援を総合的に実施するため 

に設置されている「福島県青少年支援協議会地域連絡会議（本庁子ども・青少年政策 

課主催）に参画しました。 

 

２ ひきこもり対策推進事業 【全庁重点・所重点】 

(1) ひきこもり対策推進事業 

ひきこもり状態にある本人や家族からの相談に応じ、必要な訪問支援を実施しま 

した。 

 

(2) ひきこもり家族支援事業 

ひきこもり状態にある者の家族を対象に、ひきこもりについての基本的な知識や 

対応方法の学習の場とするとともに、悩みを共有するために家族交流会を開催しま 

した。 

 

実施回数：６回  実施場所：県環境創造センター 環境放射線センター 

    参加者数：13 家族 、 実 18 人、延べ 67 人 

 

 

 

 

 

ア 震災対応型アウトリーチ推進事業の対象者 

・東日本大震災の影響により精神症状が表出した在宅の精神障がい者 

・精神医療の受診中断中の者 

・精神疾患が疑われる未受診者 など 

イ 事業評価委員会 書面開催 

ウ アウトリーチ訪問件数：延べ 381 件 
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(7) 障がい福祉サービス事業者の対象サービスの質の確保 

指定障がい福祉サービス事業者等の指導等事業 

障がい福祉サービスを提供する施設、事業所における適正な事業運営を確保するため、

障害者総合支援法等の規定に基づき、本庁福祉監査課と合同で実地指導を実施しました。 

・ 指定居宅介護・重度訪問介護事業所：３事業所（実地３） 

・ 指定生活介護事業所：1 事業所（実地 1） 

・ 指定自立訓練（生活訓練）事業所：1 事業所（実地 1） 

・ 指定就労移行支援事業所：1 事業所（実地 1） 

・ 指定就労継続支援Ｂ型事業所：2 事業所（実地 2） 

・ 指定共同生活援助事業所：3 事業所（実地 3） 

・ 指定短期入所事業所：2 事業所（実地 2） 

・ 指定施設入所支援事業所：4 事業所（実地 4）  
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２ 生活保護課 

要保護者等生活困窮者への支援 
１ 生活保護扶助費 

管内 10 町村に居住する被保護世帯の最低生活を保障するとともに自立を助長する 

ため、生活保護法に基づく扶助を行いました。 

■被保護世帯人員の状況（令和７年度の 1 カ月平均） 

世帯 人員 保護率 

94 世帯 106 人 2.3‰ 

※保護率＝被保護人員÷人口×1,000 

 

■生活保護費支出状況                    （単位：円） 

   

   
 

２ 生活保護適正実施推進事業【所重点】 

収入資産調査等の充実強化による認定事務の適正化、レセプト点検の強化等による 

医療扶助の適正化、研修参加による職員の資質向上等を図ることによって、生活保護 

の適正実施を推進しました。 

(1) 年金加入記録の確認 

年金事務所に被保護者の年金加入記録を照会し、年金の受給資格の有無及び受給 

額を確認するとともに、後納や任意加入による受給資格の取得指導を行いました。 

60 歳以上年金未受給者の年金加入状況調査 ７人 

 

(2) 収入資産調査による収入認定の適正化及び不正受給の防止 

定期的な収入申告書の徴取、原子力損害賠償金の未請求者に対する指導のほか、 

次の取組を行いました。 

ア 「法 61 条に基づく収入の申告について（確認）」の説明及び確認書の徴取 

実施時期:４月～６月 在宅世帯等 

イ  保護のしおり等による権利義務の周知  

実施時期:4 月～6 月 在宅世帯等 

ウ  課税台帳調査の実施 

実施時期:6 月  令和７年被保護者 99 世帯（116 人） 

 

連合会払 その他 基金払 その他

22.9% 6.2% 0.0% 4.4% 0.0% 48.9% 0.7%

48,808,148 13,191,493 0 9,298,709 0 104,227,725 1,425,107

生活 住宅 教育
介護 医療
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(3) 扶養義務者の扶養能力等の調査 

重点的扶養能力調査対象者を把握し、管内居住者と実地面接を行いました。ま 

た、必要に応じて、管外扶養義務者との面接又は扶養届の徴取を実施しました。 

  文書照会 46 件 

 

(4) 医療扶助の適正化推進 

       レセプト点検システムの有効活用を図り、後発医薬品の使用を促すとともに、自

立支援医療適用の可否確認を徹底しました。 

  レセプト点検 12 回、自立支援医療受給者 35 人 

 

(5) 各種研修会等への参加 

職場内研修や各種研修会等に積極的に参加し、職員の資質向上を図りました。 

 

(6) 被保護者健康管理支援事業 

    健康管理支援員を１名配置し、健康面から被保護者の自立を支援しました。 

健康管理支援対象者 20 人 

 

(7) 就労自立促進事業 

    就労支援員を 1 名配置し、被保護者の就労自立を支援しました。なお、退院促

進支援員は対象者がほとんどいないため配置しませんでした。 

 就労自立促進支援対象者 16 人 

 

３ 生活保護施行事務 

関係法令等に則り適切に事務を実施しました。 

(1) 査察指導台帳の活用等による内部点検強化 

 

(2) 新規申請の適正処理  

法定期間内処理を遵守し、他法他施策の活用に対する適切な助言を行いました。 

                                                     （単位：件） 

保護申請 

件数 

前年度か

らの繰越 

処理状況 

開始件数 却下件数 取下件数 翌年度処理 

42 1 35 5    3 0 

 

(3) 被保護世帯の実情に即した指導援助の推進 

嘱託医協議、主治医面接による病状（就労指導可否）把握を徹底し、状況の変化 

に即した的確な時期に援助方針を見直しました。また、障害年金の受給要件確認、 

自立支援給付の優先活用等、他法他施策の活用に対する指導援助を行いました。 
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(4) 長期入院患者・社会福祉施設入所者の実態調査 

ア 長期入院患者 

実施時期 病院数 入院患者数 

３月 １件 2 人 

 

イ 社会福祉施設入所者 

実施時期 施設数 入所者数 

10 月 12 件 25 人 

 

(5) 研修等による医療扶助運営体制及び介護扶助運営体制の充実強化 

  電子レセプト等を活用して、被保護者ごと又は医療機関ごと医療扶助の実態を把

握し、その結果に基づき指導を行うとともに、要介護または要支援者に該当する者

に対しては、要介護認定の申請等の指導を行いました。 

 

(6) 生活保護費返還金等の適正な債権管理 

   滞納者の現状を把握し納入指導を実施しました。 

 

４ 生活困窮者自立支援事業 

生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の段階の生活困窮者が困窮状態 

から早期に脱却できるよう、本人の状態に応じた包括的な相談支援事業(本庁一括委 

託)及び、住居確保給付金の給付を行いました。 

(1)相談受付 6６件 (2)住居確保給付金の支給 １件  

 

５ 福島県子どもの学習支援事業【全庁重点・所重点】 

  生活困窮者自立支援法に基づき、貧困の世代間連鎖の解消を目指すため、生活困窮

者世帯等の小・中学生及び高校生等を対象に学習支援、進学支援を委託により実施し

ました。 

支援対象者数 1６人（小学生３人、中学生８人、高校生５人） 

 

６ 福島県一時生活支援事業 

生活困窮者自立支援法に基づき、住居を持たない者であって、所得等が一定の水準 

以下の者に対し、一定期間宿泊場所の提供や衣食の日常生活に必要な支援を提供する 

とともに就労支援の取組を委託により実施しました。 

支援対象者数 ２人 
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７ 中国残留邦人生活支援給付事業 

永住帰国した中国残留邦人等で一定の要件を満たす者について、老齢基礎年金の満 

額支給に加えて、その者の属する世帯の収入が一定の基準に満たない場合には、支援 

給付を行うものですが、令和７年度の給付実績はありませんでした。 

■令和７年度生活保護申請処理状況及び廃止状況            （単位：件） 

 
                       ※前年度からの繰越分は、含んでいません。 

区分

町村
広
野
町

楢
葉
町

富
岡
町

川
内
村

大
熊
町

双
葉
町

浪
江
町

葛
尾
村

双
葉
郡
計

新
地
町

飯
舘
村

相
馬
郡
計

合
計

8 7 5 4 0 0 6 3 33 4 5 9 42

開　始 5 5 5 4 0 0 5 3 27 3 4 7 34

却　下 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 5

取　下 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3

無 4 3 4 3 0 0 4 2 20 1 3 4 24

有 1 2 1 1 0 0 1 1 7 2 1 3 10

六か月未満 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2

六か月～一年未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一年～三年未満 1 2 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 5

三年～五年未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

五年以上 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 3

世帯主の傷病 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

世帯員の傷病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

失業倒産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

老齢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

稼働収入減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

手持金の減少 5 5 4 3 0 0 5 3 25 2 4 6 31

仕送の減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2

0 0 3 0 1 0 0 0 4 3 0 3 7

一年未満 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2

一年～三年未満 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3

三年～五年未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

五年～十年未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

十年以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

稼働収入増加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

社会保障給付金の増加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

死亡・失踪 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2

施設入所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

他管内転出 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 1 4

手持金増加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

指導指示違反 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

保護開始からの
期間

保護廃止事由

申　請　件　数

処理状況

保護歴

保護歴「有」の
うち、前回保護
廃止からの期間

保護開始事由

廃　止　件　数
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■管内の生活保護の状況 （令和８年 3 月末現在）          （単位：件） 

 

       ※被保護世帯数、被保護人員、施設入所者には保護停止中のものを含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広
野
町

楢
葉
町

富
岡
町

川
内
村

大
熊
町

双
葉
町

浪
江
町

葛
尾
村

双
葉
郡
計

新
地
町

飯
舘
村

相
馬
郡
計

合
計

11 20 10 12 2 2 18 4 79 27 7 34 113

11 22 10 14 3 2 20 6 88 31 7 38 126

8 13 5 8 1 2 10 2 49 21 3 24 73

0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2

2 2 3 2 0 0 4 1 14 2 3 5 19

1 5 2 1 0 0 2 0 11 3 1 4 15

0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 1 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 2 1 1 0 2 0 9 2 2 4 13

10 18 8 11 1 2 16 4 70 25 5 30 100

0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 0 3 5

再掲単給 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 2 5 0 0 1 0 11 8 1 9 20

再掲単給 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

入院 1 3 1 0 1 0 0 0 6 2 0 2 8

再掲精神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

入院外 10 18 7 12 2 2 15 4 70 28 6 34 104

再掲精神 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 3 5

0 3 1 0 0 1 2 1 8 1 0 1 9

再掲入院 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4

0 3 1 0 0 2 6 1 13 1 1 2 15

0 2 0 2 0 0 1 0 5 4 0 4 9

被保護世帯数

被保護人員

世帯類型
別世帯数

高齢者

母子

障害者

傷病者

その他

停止中

労働力類型
別世帯数

稼動世帯

非稼動世帯

介護扶助
人員

施設介護

居宅介護

医療扶助
人員

医療扶助
単給人員

世帯分離適用世帯

施設入所者
救護施設

その他施設
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３ 健康増進課 

(1) 健康づくり県民運動の推進と普及啓発 

１ 国民健康・栄養調査 

健康増進法第 10 条に基づき、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況 

を明らかにし、健康増進を総合的に推進するための基礎資料とするものです。毎年、 

国が該当地域を抽出し、栄養摂取状況調査、生活習慣調査及び身体状況調査を実施し 

ています。 

令和７年度は、該当地域に当たらなかったため、実施ありませんでした。 

 

２ 特定給食施設管理事業 

健康増進法及び福島県特定給食施設等指導実施要綱に基づき、給食施設に対し、栄  

養効果の十分な給食の実施、給食担当者の栄養に関する知識の向上、食品の調理方法  

の改善等に関する指導等を実施しました。 

(1) 個別指導 

対象施設：58 施設（巡回指導 ６施設、書面指導 52 施設） 

   

■規模別・施設別給食施設数及び巡回・書面指導実施状況（令和８年 3 月末現在） 

 〔規模別〕                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
栄養士 

の配置 

施設数 

(件) 

指導数 

(件) 

指導率 

(％) 

特定給食施設 

(1回100食以上 

1日250食以上) 

有 51 19 37.3 

無 14 7 50.0 

小計 65 26 40.0 

小規模特定給食施設 

(1回20食以上 

1日50食以上） 

有 36 14 38.9 

無 28 18 64.3 

小計 64 32 50.0 

 

全 施 設 

 

有 87 33 37.9 

無 42 25 59.5 

合計 129 58 45.0 

※休止施設を除く 
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〔施設別〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 集団指導（講習会）  

令和 7 年度は実施しませんでした。 

   

(3) 特定給食施設等届出事務 

健康増進法及び福島県特定給食施設等指導実施要綱に基づき、特定給食施設に係

る届出事務を行いました。                                              

総件数：44 件（設置届 3 件、変更届 33 件、休止届 1 件、廃止届 7 件） 

 

(4) その他特定給食施設に関わる相談に応じ、必要な情報を提供しました。 

個別指導（来所及び電話）：延べ 52 件 

 

３ 栄養士・管理栄養士指導事業 

栄養士・管理栄養士の免許申請に係る事務や管理栄養士養成施設等の学生に対し、 

実習指導を行いました。 

(1) 栄養士・管理栄養士の免許申請 

栄養士免許：8件    管理栄養士免許申請：8件 

 

(2) 管理栄養士養成施設等の学生に対する実習指導 

令和7年度は指導要請がありませんでした。 

 
施設数(件) 指導数(件) 指導率(％) 

学 校 35 10 28.6 

病 院 10 10 100.0 

介護老人保健施設 5 2 40.0 

介護医療院 1 1 100.0 

老人福祉施設 26 8 30.8 

児童福祉施設 27 9 33.3 

社会福祉施設 6 2 33.3 

事業所 10 10 100.0 

寄宿舎 6 4 66.7 

自衛隊 1 0 0.0 

一般給食センター  2 2 100.0 

その他 ０ 0 0.0 

合計 129 58 45.0 
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４ 市町村栄養改善事業の支援指導 

市町村の栄養・食生活事業の実施状況や課題を把握するとともに、市町村が行う 

  栄養・食生活の改善に関する施策の充実及び推進を図るため、必要な支援を行いま 

した。 

 (1) 市町村栄養担当者会議 

相双地域市町村健康づくり担当者会議にて、県の栄養・食生活関連事業の資料を

配付しました。 

■管内市町村における常勤管理栄養士・栄養士の配置状況（令和７年 6 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

(2) 市町村食育推進計画作成及び推進のための支援 

令和７年度に食育推進計画策定をした市町村：なし 

 

  ■市町村食育推進計画を策定している市町村（令和8年3月末現在） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相双管内 

（12市町村） 

福島県（56市町村） 

※中核市を除く 

栄養士配置市町村数 ８市町村 48市町村 

配置率（％） 66.7 85.7 

市町村 計画の名称 策定時期 

相馬市 相馬市食育推進計画 令和7年3月 

南相馬市 南相馬市保健計画2023 令和５年８月 

広野町 
第2次はつらつ広野元気プラン（第2次広野町健康

づくり計画） 
平成31年3月 

楢葉町 楢葉町第2期健康づくり推進計画 令和7年3月 

富岡町 富岡町保健計画 令和5年3月 

川内村 
第3次川内村子ども・子育て支援事業計画（川内村

食育推進計画含む） 
令和7年3月 

大熊町 第2次大熊町健康増進計画（食育推進計画を含む） 令和６年3月 

双葉町 
「健康ふたば21計画（第二次）」双葉町健康増進

計画・双葉町食育推進計画・双葉町自殺対策計画 
令和6年3月 

浪江町 
浪江町健康づくり総合計画（第２次） 

浪江町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画 
令和６年3月 

葛尾村 
いきいき かつらお すこやか プラン（葛尾村健康

増進計画・食育推進計画） 
令和4年3月 

新地町 第３次健康しんち21計画 令和7年3月 

飯舘村 
飯舘村健康づくり総合計画（第五次健康増進計画・

第三次食育推進計画・第二次自殺対策計画） 
令和６年3月 
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5 行政栄養士現任教育推進事業 

(1) 相双地域行政栄養士現任教育研修会の開催 

地域の課題に応じた効果的な保健福祉活動を実施する行政栄養士等の資質向上及

び行政栄養士のネットワークづくりを図るための研修会を開催しました。 

《1 回目》 

  開 催 日：令和 7 年７月 11 日 

開催場所：福島県相双保健福祉事務所（保健所棟）大会議室 

出 席 者：20 人（うち 管理栄養士・栄養士 14 人） 

内  容：講演「特定保健指導の基本と考え方、行動変容等について」 

     講師 福島県立医科大学健康増進センター 栄養技師 土屋久美氏 

        （3 回目まで同講師） 

     事例検討（2 例） 

《2 回目》 

開 催 日：令和７年 9 月 5 日 

開催場所：かしま交流センター 中会議室 

出 席 者：22 人（うち 管理栄養士・栄養士 13 人） 

内  容：講演「ＢＤＨＱの活用方法、行動変容等について」 

     事例検討（2 例） 

 

《３回目》 

開 催 日：令和７年 11 月 19 日 

開催場所：環境放射線センター 大会議室 

出 席 者：20 人（うち 管理栄養士・栄養士 11 人） 

内  容：講義「科学的根拠に基づく栄養指導とは、ＢＤＨＱから見えてきた 

        今後の課題」 

      グループワーク「話題の食品（食行動）を指導者としてどうとらえ 

             ているか」 

 

(2) 市町村新任期単独配置栄養士への面談による助言支援 

    相馬市、浪江町 各 3 回 

 

6 食品の特別用途表示・栄養表示等の管理事業 

食品表示法に基づく栄養成分表示、特別用途表示及び健康増進法に基づく誇大表示 

の禁止について、事業者からの相談や講習会講師等に対応しました。 

事業者からの相談件数：延べ 22 件 
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7 うつくしま健康応援店推進事業 

消費者が望ましい食生活を選択できる食環境を整備するため、健康に配慮した食事 

を提供する飲食店等（うつくしま健康応援店）の普及や取組の支援をしました。 

登録店舗数：66 店舗(令和 8 年 3 月末現在) 

 

8 地区食生活改善推進連絡協議会の育成支援 

地域において健康づくり及び栄養・食生活の改善の取組を推進する食生活改善推進 

員のボランティアリーダー等の人材の育成と地区協議会事務局として市町村協議会及 

び会員の活動を支援しました。 

(1) 管内食生活改善推進員数: 183 人（令和 8 年 3 月現在） 

(2) 支援内容 

 

９ 健康長寿ふくしま推進体制等強化事業【全庁重点・所重点】 

働きざかり世代を中心とした健康づくりを進めるため、地域保健・職域保健連携協 

議会等を開催し、効果的な事業の展開を図るとともに事業所の健康づくりを支援しま 

した。 

   地域保健・職域保健連携健康づくり支援事業 

ア 相双地域地域保健・職域保健連携協議会 

開 催 日：令和 7 年６月２5 日  開催場所：相双保健福祉事務所 大会議室 

出 席 者：19 機関（計 23 名） 

議  題：①令和 6 年度取組結果及び令和 7 年度事業計画について 

      ・各機関での地域保健・職域保健に関する事業の実施状況及び実 

          施計画の報告 

内     容 開催日・会場 出席者(人) 

第１回相双地区食生活改善推進協議会理

事会 

令和7年4月25日 

相双保健福祉事務所 
14 

県食生活改善推進連絡協議会総会会場下

見 

令和７年５月 20 日 

南相馬市鹿島保健センター 
12 

相双地区食生活改善推進協議会総会・研

修会 

令和7年5月21日 

南相馬市鹿島保健センター 
64 

県食生活改善推進連絡協議会総会会場準

備 

令和７年６月９日 
10 

県食生活改善推進連絡協議会総会準備・

運営・後片付け 

令和 7 年６月 10 日 
10 

第２回相双地区食生活改善推進協議会理

事会 

令和8年1月21日 

相双保健福祉事務所 
16 
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     ・令和 6 年度の協議会において決定した連携事業の取組について 

          ・令和 6 年度の実績及び令和 7 年度の計画について 

 

   イ 地域保健・職域保健事業検討会 

開 催 日：①令和 7 年８月４日、②令和 8 年 2 月 25 日 

     （２回目は、健康経営フォローアップ支援事業のセミナーと合同開催） 

 開催場所：相双保健福祉事務所 大会議室 

出 席 者：７機関（モデル１事業所、他構成機関） 

 議  題：①令和 7 年度「元気で働く職場」応援事業のスケジュールについ 

て 

           ②一般社団法人ならはみらいについて 

           ・健康課題の共有 

           ・令和 7 年度の取組の方向性 

ウ 事業所の健康教育（出前講座）  実施回数：1 回（1 事業所） 

     内容：たばこについて 

 

10 健康長寿ふくしま推進事業【全庁重点】 

 県民健康リテラシー推進事業 

各種研修会や関係機関を通じて、事業所や県民に対して生活習慣に関する健康教

育動画コンテンツ・DVD に関する情報発信を行う事業ですが、令和 7 年度の貸出実

績はありませんでした。 

 

11 ふくしまおいしく減塩緊急対策事業【全庁重点・所重点】 

   県民の食塩摂取量は男女ともに全国ワースト 2 位の状況にあり、健康指標において

は高塩分摂取がリスクとなるメタボの割合や急性心筋梗塞による死亡率が高い状況に

あるため、関係団体等と連携し「減塩」に取り組む機運醸成を図りました。 

(1) 働き盛り世代の減塩実践チャレンジ事業 

内容 働き盛り世代の食塩摂取量の実態把握調査 

働き盛り世代の尿中推定食塩摂取量検査を実施し、食塩摂取量の実態 

を調査する。 

    対象 ３事業所 

 

(2) おいしく減塩＋ベジ推進キャンペーン 

   普及啓発：令和 7 年 6 月、令和 8 年 2 月 延べ 159 施設 

   スーパー等と連携した減塩の取組：令和 7 年 9 月～令和 8 年 2 月 5 店舗 
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(3) 推進体制整備事業 

検討会：開催月日 令和 7 年 10 月（書面） 

※子どもの食を考える相双地域ネットワーク会議と合同開催しました。 

 

12 ふくしま脱メタボプロジェクト事業【全庁重点】 

(1) 市町村健康づくり強化支援事業 

 市町村健康づくり対策に関する地域懇談会 

開 催 日：令和 7 年 8 月 7 日 

開催場所：県環境創造センター 環境放射線センター 大会議室 

 内    容：①講師より講話 

ポピュレーションアプローチの効果的な手法についてポラリス 

保健看護学院斎藤 恵子先生より説明いただきました。 

②意見交換（グループワーク） 

講義の内容を踏まえ、市町村における健康課題解決に向け 

た更なる取組について意見交換を行いました。 

 

(2) ふくしま【健】民パスポート事業  

当所主催の会議や出前講座等を通じて、事業の利用促進に向けて周知しました。 

 

13 健康経営トータルサポート事業【全庁重点・所重点】 

(1)「元気で働く職場」応援事業 

モデル事業所：１事業所      巡回支援：9 回（延べ数） 

支援内容：健康づくりへの動機付けとして、民間プログラムを活用し、職場内 

     での取組実施を支援しました。また、次年度以降も事業所が継続的 

     に取り組むことができるよう関係機関や他事業所と意見交換し、 

     実施できるように支援しました。 

 

(2)健康経営フォローアップ支援事業 

「元気な職場づくり」セミナーを開催しました。 

      日 時：令和 8 年２月 25 日（水）  

      参加者：事業所 16 か所 16 名、関係機関・市町村 8 か所 9 名 

      内 容：①説明「健康経営について」 

 相双保健福祉事務所 健康福祉部 健康増進課 

②相双地域保健・職域保健連携事業検討会 

 ・「元気で働く職場」応援事業（県事業） 

  ～今年度の評価・来年度の取り組みに向けた意見交換～ 

③交流会 

④その他 
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・健活ポイントアプリの紹介 南相馬市より 

・県事業の紹介 

 

(2) 生活習慣病対策 

１ 生活習慣病予防啓発事業 

生活習慣病の発症、進行に深く関わる喫煙・運動・食事等の生活習慣の改善、心身 

の健康増進を図るための正しい知識の普及啓発を図るとともに、市町村の健康増進事 

業を支援しました。 

(1) 健康増進事業支援に関する技術的助言 

生活習慣病予防対策の推進及び市町村等での健康増進事業の円滑な実施を支援し 

ました。 

 

(2) 市町村健康づくり推進協議会への出席 

南相馬市、広野町、富岡町、浪江町、葛尾村、新地町の健康づくり推進協議会

（書面開催含む）において、健康づくりの施策等について助言しました。 

 

(3) 市町村健康増進計画の策定支援 

令和 7 年度に健康増進計画策定をした市町村：なし 

 

■健康増進計画を策定している市町村           （令和８年 3 月末現在） 

市町村 計画の名称 策定時期 

相馬市 第三次健康相馬 21 平成 7 年 3 月 

南相馬市 南相馬市保健計画 2023 令和 5 年 8 月 

広野町 
第2次はつらつ広野元気プラン（第2次広野町健康

づくり計画） 
平成 31 年 3 月 

楢葉町 楢葉町第２期健康づくり推進計画 令和 7 年 3 月 

富岡町 富岡町保健計画 令和 5 年 3 月 

川内村 川内村健康増進計画 令和 5 年 3 月 

大熊町 第2期大熊町健康増進計画・食育推進計画 令和 6 年 3 月 

双葉町 
健康ふたば21計画（第二次）双葉町健康増進計画・

双葉町食育推進計画・双葉町自殺対策計画 
令和 6 年 3 月 

浪江町 
浪江町健康づくり総合計画（第２次）浪江町健康

増進計画・食育推進計画・自殺対策計画 
令和 6 年 3 月 

葛尾村 
いきいき かつらお すこやか プラン（葛尾村健康

増進計画・食育推進計画） 
令和 4 年 3 月 

新地町 第３次健康しんち 21 計画 令和 7 年 3 月 
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飯舘村 
飯舘村健康づくり総合計画（第五次健康増進計画・

第三次食育推進計画・第二次自殺対策計画） 
令和 6 年 3 月 

 

２ 健康増進事業費補助事業 

関係書類の審査と進達等の事務を行いました。 

補助金の交付（本庁健康づくり推進課対応） 

   補助対象事業：健康教育、健康相談、健康検査、訪問指導、総合的な保健推進事業 

 

３ 国保健康づくり推進事業【全庁重点・所重点】 

市町村における≪相双圏域統一プログラム≫「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」 

に基づいた糖尿病性腎症重症化予防の取組の支援を行いました。 

(1) 国保保健事業連絡会議 

プログラムの評価批評に係るデータ抽出方法の統一について、資料の送付及び意

見照会を実施、プログラムの評価実施の統一化をしました。 

 

(2) 研修会の開催 

特定保健指導従事者等を対象とした栄養セミナーを福島県立医大健康増進センタ 

ーと共同で開催しました。（令和 7 年 7 月 11 日、9 月 5 日、11 月 19 日） 

 

(3) 国保保健事業の推進に向けた支援の実施 

ア 相双圏域統一プログラムの広域調整 

（郡山市医師会との連携、プログラム改定通知等） 

イ 協力医療機関リストの作成、周知 

ウ 関係機関との連絡調整、相談対応 

 

(3) がん対策 

1 がん対策推進事業【全庁重点・所重点】 

(1) がん検診受診促進体制整備事業 

   ア がん検診受診率向上精度管理支援事業 

対象市町村：葛尾村（大腸がん） 巡 回 訪 問 ：2 回  

     内 容 ：市のがん検診に関する課題を明確にし、課題解決に向けた取組に

ついて助言指導をしました。 

   イ がん予防啓発事業 

     がん予防及びがん検診受診率向上の普及啓発のため、がん及び生活習慣病の

予防に関するポスターの掲示を行いました。 

ウ 大切な人を守る学生「がん予防」メイト養成事業 

出前講座  2 校（原町第一小学校、磯部中学校） 
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(４) たばこ対策 

１ たばこの健康影響対策事業 

(1) 禁煙対策啓発事業 

 世界禁煙デー及びキャンペーン 

・世界禁煙デー・禁煙週間の普及啓発 

車両マグネットシートによる啓発、管内高等学校を対象とした喫煙対策及び受 

動喫煙防止対策 

・ホームページへの情報掲載、ポスター掲載、禁煙相談窓口の設置 

（電話・来所・メールによる個別相談）、喫煙防止教育用教材の貸出 

禁煙相談件数 電話：5 件 来所：1 件 メール：0 件 

喫煙防止教育教材貸出件数：1 件 

(2) 「空気のきれいな施設・車両」認証制度（令和 8 年 3 月末現在） 

認証施設数：87 施設    認証車両数：115 台（16 事務所） 

(3) 受動喫煙防止相談指導  

  通報：１件         

(4) 職域と連携した禁煙サポート事業 

対象事業所：2 事業所（草野建設株式会社、株式会社セイユー建設） 

内   容   ：職場における禁煙への取り組みについて共に検討し、喫煙者に対 

する担当者の関わり方についての助言や喫煙者を対象とした保健 

指導等を実施しました。 

    

(5) 食育の推進 

１ 福島県食育推進事業 

  「福島県食育推進計画」に基づき、家庭・学校・地域等の関係機関・団体等が連携し、

地域の食育推進体制の構築を図るため、「子どもの食を考える相双地域ネットワーク会

議」を開催し、子どもたちの健康課題の解決に向けた食育活動の推進に向けた協議を行

いました。 

(1) 子どもの食を考える相双地域ネットワーク会議の開催 

開催日：令和 7 年 10 月（書面開催）     

出席者：31 機関 

議題：〈説明事項〉 

    ①令和 7 年度福島県の食育関係事業について 

    ②相双地域における食育活動の進め方と評価について 

    ③令和 7 年度相双地域における構成機関の食育活動実施計画について 
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     〈協議事項〉 

    ①食育活動評価シート（案）について 

    ②食育活動実施計画書のホームページ掲載について 

    ③その他 

 

(6) 原爆被爆者等対策 
1 原爆被爆者対策事業 

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、被爆者健康手帳の交付、健康

診断の実施、認定疾病及び一般疾病に対する医療の給付、各種手当て等の支給並びに

介護保険等利用の際の助成を行い、被爆者の健康保持と福祉の向上を図りました。 

管内の被爆者健康手帳所持者数：2 人 

第二種健康診断受診者証所持者数：1 人 

原爆被爆者各種手当受給状況：健康管理手当 2 人（令和 8 年 3 月 31 日現在） 

 

(1) 被爆者の健康診断事業 

定期健康診断（一般検査）：年 2 回（6 月、11 月） 

  希望による健康診断（一般検査・がん検診）：年 1 回（11 月） 

 

         項 目 

健診区分 
実施人数 健診結果 

異常なし 精密検査 要治療 経過観察 

一般検査 1回目 0 0 0 0 0 

2回目 1 1 0 0 0 

胃がん検診 1 1 0 0 0 

肺がん検診 1 1 0 0 0 

大腸がん検診 1 1 0 0 0 

多発性骨髄腫検診 1 0 1 0 0 

乳がん検診 1 1 0 0 0 

子宮がん検診 0 0 0 0 0 

 

(2) 被爆者各種手当支援事業 

  支給：2 人                   

 

(3) 原爆被爆者に対する介護保険等利用助成事業 

 利用者：0 人 

 

(4) 原爆被爆者二世健康診断事業 

  実施時期：令和７年 12 月末～令和８年 2 月頃   受診者数：5 人    
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(5) 被爆者葬祭事業 

  支給：1 人 

 

(7) 石綿による健康被害者救済 

石綿による健康被害者救済 

石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、石綿に関連する健康相談及び認定申 

請の受付を行っていますが、令和 7 年度は認定申請書の申請がありませんでした。 

 

(8) 歯科保健 

１ 市町村歯科保健強化推進事業 

地域における歯科保健事業を効果的・効率的に実施するため、歯科保健情報システム 

等を活用して、地域の課題を明らかにするとともに、課題等の解決を図るために検討会 

及び研修会を開催しました。 

(1) 歯科保健情報システムの運用 

市町村が歯科保健事業の自己点検、自己評価が行えるように、収集した歯科保健 

情報の還元とデータの有効活用を図りました。 

 

(2) 市町村歯科保健強化推進検討会 令和 7 年度未実施 

 

(3) 市町村歯科保健強化推進研修会 

  開 催 日：令和 7 年 8 月 25 日    

  出 席 者：30 人 

内  容：【情報共有】 

     「令和 7 年度相双地域高齢者食事支援研修会受講者アンケート結果」 

                  相双保健福祉事務所健康増進課 

      【講演】「食べる幸せをみんなで守ろう！」 

         講師 南相馬市立総合病院 摂食・嚥下障害看護認定看護師 

                       長谷川小百合 氏 

    

２ 地域歯科保健活動推進事業 

地域の歯科保健対策の推進を図るとともに、市町村、地域住民への技術的支援を行 

い、歯・口腔の健康の保持、増進に努めました。 

(1) 歯科保健事業に関する情報の収集、調査の実施 

 「高齢者施設における歯科保健に関するアンケート」回答 8 施設 

 

(2) 地域における歯科保健事業に関する企画、調整、指導の実施 該当なし 
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(3) 市町村、地域住民等への技術的支援 

3 市町村（広野町・富岡町・浪江町） 

 

(4) 歯科保健に関する各種会議等への出席  

 「災害時に備えた対応能力向上及び要介護者等における口腔ケア研修会」出席 

 

 

３ 高齢者、障がい児・者への口腔ケア支援事業 

難病患者、障がい児者等の口腔ケアの自立と介護者を支援するため、在宅療養者の 

家族や要介護者及び施設職員等に対し、口腔ケアに関する助言・指導を行いました。 

(1) 在宅療養者等の口腔保健指導 

■指導実施状況         （単位：人） 

 実人数 延べ人数 

家庭訪問指導 3 4 

所外相談 11 11 

 

(2)  施設訪問指導 

1 施設 19 名 

 

４ 歯科保健総合対策事業【全庁重点・所重点】 

 (1) 子どものむし歯対策事業 

子どものむし歯の増加など健康への影響が顕在化していることから、市町村が行う歯

科保健事業の充実及び推進を図るため、安全で効果の高い集団でのフッ化物洗口を推進

するため、未実施市町村を支援しました。 

 

(2) 歯周病予防推進事業 

 市町村や事業所において、簡易な歯周病リスク検査と保健指導及び受診勧奨を行

い、行動変容を図るとともに成人期における歯周病対策を推進しました。 

 サリバスター検査実施：２事業所 43 名 陽性者：32 名（74.4%） 

歯科医療機関への受診勧奨後の受診者：7 名（21.9%） 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

(9) 被災者に対する健康支援 
１ 被災者健康サポート事業【全庁重点・所重点】 

東日本大震災での被災者等が健康的な生活を維持できるよう、市町村と連携しながら

健康支援活動の実施体制を整備するとともに、健康状態の悪化予防や健康不安の解消に

向けた健康支援活動を実施しました。 

(1) 被災者健康支援ネットワーク推進事業 

   被災者健康支援にかかる会議・研修の開催 

   市町村被災者健康支援活動連絡会     1 回 

市町村毎の被災者健康支援活動連絡会  12 回 

災害時健康支援活動マニュアル研修会     1 回 

その他、連絡会、検討会等       26 回 

 

(2) 復興公営住宅等における保健活動支援事業 

ア 家庭訪問、個別相談、電話相談の実施  実 施 数：延べ 18 人 

   イ 健康教育、集団による支援の実施    実施回数：18 回 

 

(10) 難病対策 
１ 特定疾患治療研究事業 

 (1) 特定医療費支給認定（指定難病） 

指定難病医療受給者証の交付申請に関する事務を行いました。 

   令和８年 3 月 31 日現在、特定医療費支給認定者数は、実数 1,414 人 

（111 疾患）・延べ数 1,448 人となっています。 

   ※延べ数は、疾患ごとの認定者の人数の合計数を示したものです。 

 

 (2) 特定疾患治療研究事業 

受給者証の交付申請に関する事務を行いますが、令和 8 年 3 月 31 日現在、医療

費公費負担の認定患者はいませんでした。 

 

 (3) 在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業 

在宅で人工呼吸器を使用している特定疾患患者に対して、診療報酬で定められた

回数を超える訪問看護に係る利用料の助成を行うことにより、介護負担を軽減し、

生活の質の向上を図ることを目的とした事業です。患者・家族等からの相談等によ

り利用にあたる調整等を行いますが、令和 7 年度の利用実績はありませんでした。 
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２ 難病在宅療養者支援体制整備事業【所重点】 

長期療養を続ける在宅難病患者の生活の質の向上を図るため、日常生活動作(ADL) 

の程度や病状・病態等に応じた保健・医療・福祉サービス等の支援を行いました。 

  

(1) 難病患者地域支援連絡調整事業 

ア 難病患者地域支援連絡会議の開催 

      在宅で医療依存度の高い患者や専門的かつ技術的な支援を必要とする難病患者

の多様なニーズに対応し、総合的、効率的なサービスを提供するため、保健・医

療・福祉の総合的な調整及び地域における支援体制の整備を図ることを目的とし

た会議を開催しました。 

開催日：令和 7 年 7 月 28 日    出席者：11 機関 

議 題：相双地域の難病患者の状況について 

       相双地域の難病患者ニーズと患者支援について 

イ 難病患者在宅ケア調整会議 

サービスの提供を行う関係者による難病患者支援計画（ケアプラン）の策定、評  

価を行い、患者等のニーズの分析や支援方法の検討を行うものですが、令和 7 年 

度の利用実績はありませんでした。 

ウ 災害時の難病患者支援体制整備 

災害時に支援が必要な難病患者について、市町村と情報共有を図ると共に、 

災害時個別支援計画の策定を医療依存度が高い患者について実施しますが、 

令和７年度は対象者がいなかったため、作成実績はありませんでした。 

 

(2) 難病患者相談指導事業 

保健師、栄養士、歯科衛生士等による家庭訪問、電話、所内及び所外における相

談指導を行い難病患者の在宅療養を支援しました。 

■面接相談実施状況                      （単位：人） 

※本所実施数掲載（いわき出張所対応分は除く） 

 

 

 

 

年
度 

実
人
数 

延
べ
人
数 

相談内容（再掲・延べ人数） 

申請等 医療 家庭

介護 

福祉

制度 

就労 就学 食事

栄養 

歯科 その他 

5 216 283 275 4 1 1 0 0 4 0 3 

6 189 228 224 0 3 0 0 0 1 0 0 

7 285 395 196 0 0 0 0 0 0 0 0 
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■電話相談及び家庭訪問指導実施状況  （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

※本所実施数掲載（いわき出張所対応分は除く） 

(3) 難病患者医療相談事業  

疾病等に対する不安の軽減を図るため、専門の医師等による医療や療養生活に関 

する相談会を開催しました。 

                    （単位：人） 

 

(4) 難病患者訪問診療事業 

寝たきり等により受療が困難な在宅の難病患者に対して専門の医師、主治医、保健

師、理学療法士等から構成された診療班により、医学的指導やリハビリテーション等

の指導を行うものですが、令和 7 年度の利用実績はありませんでした。 

 

(5) 難病ボランティア育成事業 

難病患者やその家族が、住み慣れた地域で安心して自立した療養生活ができるよ

う、ボランティア団体等の育成を図り地域住民支援を得ることができる地域づくり

を推進することを目的に実施しました。 

ア 難病ボランティア養成講座の開催 

      開催日：令和 7 年 5 月 23 日      開催場所：原町福祉会館（南相馬市） 

     参加者：講座参加者 9 人 

内  容：当所講話「難病について」 

難病ボランティアなみの会会員講話「難病ボランティアについて」 

難病ボランティア利用患者インタビュー 

 

年度 
電話相談 家庭訪問 

延べ件数 実件数 延べ件数 

5 1,236 17 40 

6 1,107 18 28 

7 1,241 18 38 

開催日・会場 内 容 対象疾患 参加者 

令和7年8月3日 

南相馬合同庁舎  

・専門医師への座談会形式での

相談会及び患者交流会 

・専門医師の個別相談 

潰瘍性大腸炎

・クローン病 

３ 

令和7年8月25日 

原町生涯学習センター  

・専門医師、作業療法士への座

談会形式での相談会及び患者

交流会 

・専門医師、作業療法士、保健

師、歯科衛生士への個別相談 

神経難病 11 
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イ 難病ボランティアなみの会定例会の開催 

開催日：令和 7 年 7 月 1 日、令和 7 年 12 月 22 日  

参加者：7 月：5 人、12 月：4 人 

内  容：会員活動報告及び今後の活動における意見交換等 

ウ 難病ボランティアなみの会交流会 

      開催日：令和 7 年 12 月 22 日 

      参加者：なみの会 4 人、さくらの会 3 人 

      内  容：各会の活動状況報告、難病ボランティア活動についての意見交換等 

エ 難病ボランティアなみの会ニュースレターの発行・受給者全員に送付 

（1,500 部） 

 

(６) 在宅難病患者一時入院事業 

在宅重症難病患者が介護者の休息（レスパイト）等の理由により、一時的に在宅

で介護を受けることが困難となった場合に、適切な医療機関へ一時的に入院できる

よう入院受け入れ体制を整備することを目的とした事業です。 

患者・家族等からの相談に応じ、申請受付や一時入院受け入れ医療機関（南相馬

市立総合病院）との調整等を行うものですが、令和 7 年度の利用実績はありません

でした。 

 

３ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 

先天性血液凝固因子障害等患者のおかれている特別な立場を考慮して、その患者の 

医療保険等の自己負担分を治療研究事業として公費負担することにより、患者の医療 

負担の軽減を図り、精神的・身体的不安を解消することを目的とした事業です。   

当所は、受給者証交付申請に関する事務を行いました。 

対象患者数：7 人（南相馬市 3 人、相馬市 2 人、大熊町 1 人、楢葉町 1 人） 

（令和 8 年 3 月 31 日現在） 

 

４ 遷延性意識障がい治療研究事業 

遷延性意識障がい者に対する治療は極めて困難でありかつ長期にわたり、その医療 

費も高額となるので、本事業を推進することにより、意識障がい者に対する医療の確 

立と普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図っています。 

当所は、受給者証の交付申請及び医療費の請求に関する事務を行うものですが、令

和 7 年度の実績はありませんでした。 
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■特定医療費支給認定状況【疾患別・市町村別】（令和 8 年 3 月末現在） (単位：人) 

 

No
疾患
番号

疾患名
相
馬
市

南
相
馬
市

広
野
町

楢
葉
町

富
岡
町

川
内
村

大
熊
町

双
葉
町

浪
江
町

葛
尾
村

新
地
町

飯
舘
村

計

1 001 球脊髄性筋萎縮症 1 1

2 002 筋萎縮性側索硬化症 2 3 1 1 7

3 003 脊髄性筋萎縮症 1 1

4 005 進行性核上性麻痺 1 8 1 1 11

5 006 パーキンソン病 38 91 2 3 6 2 7 5 15 2 16 6 193

6 007 大脳皮質基底核変性症 1 1 2 2 6

7 008 ハンチントン病 1 1

8 011 重症筋無力症 12 13 1 3 1 2 1 1 3 2 39

9 012 先天性筋無力症候群 1 1

10 013 多発性硬化症／視神経脊髄炎 6 15 1 2 5 1 1 2 33

11 014
慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多
巣性運動ニューロパチー

2 2 1 5

12 015 封入体筋炎 1 1

13 017 多系統萎縮症 2 4 1 4 3 2 1 17

14 018
脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除
く。)

10 15 2 4 3 3 37

15 021 ミトコンドリア病 3 1 4

16 022 もやもや病 5 4 1 2 1 1 1 2 1 18

17 026 HTLV-1関連脊髄症 1 1

18 028-1
全身性アミロイドーシス(免疫グロ
ブリン性アミロイドーシス)

1 3 4

19 028-2
全身性アミロイドーシス(全身性野
生型トランスサイレチン
（ATTRwt）アミロイドーシス)

3 3 6

20 034-1 神経線維腫症-Ⅰ型 2 1 1 4

21 034-2 神経線維腫症-Ⅱ型 1 1

22 035 天疱瘡 1 1

23 036 表皮水疱症 1 1

24 037 膿疱性乾癬（汎発型） 1 1 2

25 040 高安動脈炎 2 4 1 1 2 10

26 041 巨細胞性動脈炎 1 1

27 042 結節性多発動脈炎 1 1 1 3

28 043 顕微鏡的多発血管炎 3 4 1 1 2 1 1 13

29 044 多発血管炎性肉芽腫症 1 1 1 3

30 045 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 1 4 1 6
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31 046 悪性関節リウマチ 1 1 2

32 047 バージャー病 3 1 4

33 048 原発性抗リン脂質抗体症候群 1 1

34 049 全身性エリテマトーデス 8 33 2 1 10 1 2 4 11 5 77

35 050 皮膚筋炎／多発性筋炎 10 14 1 1 1 1 1 1 4 1 3 38

36 051 全身性強皮症 9 10 1 2 1 3 3 1 2 32

37 052 混合性結合組織病 4 4 2 1 1 1 13

38 053 シェーグレン症候群 2 11 2 1 16

39 054 成人発症スチル病 3 1 2 6

40 055 再発性多発軟骨炎 2 2

41 056 ベーチェット病 3 9 2 2 1 4 1 3 1 1 27

42 057 特発性拡張型心筋症 15 15 1 2 2 1 3 5 44

43 058 肥大型心筋症 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10

44 060 再生不良性貧血 2 2 1 1 6

45 061 自己免疫性溶血性貧血 1 1 2

46 063 特発性血小板減少性紫斑病 5 7 2 2 16

47 065 原発性免疫不全症候群 1 1 2

48 066 IgＡ腎症 1 6 1 1 1 10

49 067-1
多発性嚢胞腎（常染色体優性多発
性嚢胞腎）

2 6 3 3 1 1 16

50 068 黄色靱帯骨化症 2 16 1 1 1 1 1 23

51 069 後縦靱帯骨化症 27 29 3 1 8 1 2 2 5 2 80

52 070 広範脊柱管狭窄症 4 1 1 2 8

53 071 特発性大腿骨頭壊死症 8 19 2 1 2 2 2 1 37

54 072-1
下垂体性ADH分泌異常症（中枢性
尿崩症）

4 4

55 074 下垂体性PRL分泌亢進症 2 2 1 1 2 8

56 075 クッシング病 1 1

57 076-2
下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進
症（下垂体ゴナドトロピン産生腫
瘍）

1 1 2

58 077 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 2 1 1 1 5

59 078 下垂体前葉機能低下症 13 6 1 3 2 3 4 1 33

60 079
家族性高コレステロール血症（ホ
モ接合体）

1 1

61 081-3
先天性副腎皮質酵素欠損症（21-
水酸化酵素欠損症）

2 2

62 084 サルコイドーシス 8 9 1 3 2 3 1 27

63 085 特発性間質性肺炎 6 10 1 5 1 2 7 2 1 35
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64 086 肺動脈性肺高血圧症 2 1 1 1 1 1 1 8

65 088 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 2 2 1 1 1 1 8

66 089 リンパ脈管筋腫症 1 1 2

67 090 網膜色素変性症 9 22 1 1 1 6 1 2 1 1 1 46

68 093 原発性胆汁性胆管炎 3 10 2 3 1 3 1 23

69 094 原発性硬化性胆管炎 1 1

70 095 自己免疫性肝炎 1 3 1 1 3 1 10

71 096 クローン病 15 18 2 3 7 3 3 2 2 2 57

72 097 潰瘍性大腸炎 31 61 2 4 13 2 6 3 19 6 4 151

73 098
好酸球性消化管疾患（小児－成
人）

1 1

74 107-2
若年性特発性関節炎（関節型若年
性特発性関節炎）

1 1

75 111 先天性ミオパチー 2 2

76 113 筋ジストロフィー 5 4 1 1 1 12

77 117 脊髄空洞症 1 2 3

78 127-1
前頭側頭葉変性症（（行動異常
型）前頭側頭型認知症）

1 1 2

79 127-2
前頭側頭葉変性症（意味性認知
症）

1 1 1 3

80 144 レノックス・ガストー症候群 1 1

81 145 ウエスト症候群 1 1

82 158 結節性硬化症 1 1

83 162
類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含
む。）

2 1 3

84 163 特発性後天性全身性無汗症 1 1 2

85 167
マルファン症候群/ロイス・ディー
ツ症候群

1 1

86 171 ウィルソン病 1 1 2

87 193 プラダー・ウィリ症候群 1 1

88 207 総動脈幹遺残症 1 1

89 209 完全大血管転位症 1 1

90 210 単心室症 1 1

91 211 左心低形成症候群 1 1

92 212 三尖弁閉鎖症 1 1

93 218 アルポート症候群 1 1

94 220 急速進行性糸球体腎炎 1 1 2

95 222 一次性ネフローゼ症候群 4 5 2 2 1 14

96 226 間質性膀胱炎（ハンナ型） 1 1 2
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※1 人で複数疾患の認定を受けている者は、それぞれの疾患で計上しています（該当者 34 人）。 

※指定難病の対象疾患 348 疾患のうち認定者のいる疾患のみを掲載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 227 オスラー病 1 1 2

98 229
肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天
性）

1 1 2

99 230 肺胞低換気症候群 1 1

100 235 副甲状腺機能低下症 1 1

101 271 強直性脊椎炎 2 2 2 1 1 1 2 1 12

102 274 骨形成不全症 1 1

103 288 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 1 1

104 300-1
ＩｇG４関連疾患(ＩｇG４関連疾
患包括)

1 1

105 300-2 ＩｇG４関連疾患(自己免疫性膵炎) 1 1 2

106 302 レーベル遺伝性視神経症 1 1

107 306 好酸球性副鼻腔炎 6 12 1 2 3 2 4 2 1 33

108 325-2
遺伝性自己炎症疾患（ADA2欠損
症）

1 1

109 329 無虹彩症 1 1

110 331 特発性多中心性キャッスルマン病 1 1

111 337-3
ホモシスチン尿症（Ⅲ型
（MTHFR欠損症））

1 1

計 332 565 23 38 91 15 79 48 130 12 61 54 1448
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第３ 生活衛生部 

1-1 医療薬事課（医事薬事チーム） 

(1) 医療提供体制の整備充実 

１ 地域医療構想調整事業 

地域が目指すべき医療の姿を示すとともに不足する医療機能を確保するため、相双地域 

医療構想調整会議を実施し、第 8 次福島県医療計画に係る評価について協議を行いまし

た。 

(1) 令和 7 年度第 1 回相双地域医療構想調整会議 

開催日：令和 7 年 6 月 9 日（書面開催） 

議 題：第 8 次福島県医療計画に係る評価について 

(2) 令和 7 年度相双地域医療構想調整会議第 1 回部会 

開催日：令和 7 年 12 月 17 日（書面開催） 

議 題：新たな地域医療構想の概要について 

(3) 令和 7 年度第 2 回相双地域医療構想調整会議 

開催日：令和 8 年 3 月 30 日（書面開催） 

議 題：第 8 次福島県医療計画に係る評価について 

 

 2 一般医療監視及び医療機関指導事業 

   病院、診療所、助産所等を対象として、関係法令に規定された構造設備・人員を有し、 

  適正な管理がなされているか確認を行い、県民に適正な医療を提供できるよう監視・ 

  指導を行いました。 

     立入検査の実施状況               （単位：件）  

病院 
診療所 

助産所 技工所 施術所 計 
医科 歯科 

10 18 9 1 0 7 45 

   

(2) 救急医療体制の強化 

 １ 地域救急医療対策協議会運営事業【所重点】 

救急医療体制の一層の整備促進を図るため、救急医療体制の整備、メディカルコン

トロール体制等について検討・協議を行いました。 

  ■管内の救急医療体制の状況 

     ①在宅当番医（歯科医）制 

在宅当番医制については、（一社）相馬郡医師会（相馬方部、南相馬方部）が実

施しています。 

 



 

84 

 

歯科在宅当番医制については、相馬、双葉各歯科医師会で平成 14 年 4 月 1 日よ

り実施していましたが、双葉地区については、震災以降休止しています。 

②病院群輪番制 

相馬地区では、平成 24 年 6 月 1 日より 6 病院（救急病院 6）が参加して実施し

ていましたが、令和 4 年 8 月及び令和 5 年 3 月に 1 病院ずつが脱会したため、4

病院（救急病院 4）体制となっています。 

      双葉地区では、4 病院（救急病院 3、救急協力病院 1）が参加して平成 15 年１月

１日より実施していましたが、震災以降休止しています。 

③救急・協力病院 

      福島県ふたば医療センター附属病院が平成 30 年 4 月 1 日に開院し、10 病院が

救急病院、1 病院が救急協力病院となっています。 

 

 ■救急・協力病院 （令和 8 年 4 月 1 日現在） 

 名 称 所 在 地 救急病院 救急協力病院 

相馬

地区 

公立相馬総合病院 相馬市新沼字坪ケ迫 142 ○  

医療法人社団茶畑会 

相馬中央病院 
相馬市沖ノ内 3 丁目 5－18 ○  

南相馬市立総合病院 南相馬市原町区高見町２丁目

54－6 
○  

渡辺病院 相馬郡新地町駒ヶ嶺字原 92 ○  

医療法人社団青空会大町病院 南相馬市原町区大町 3－97 ○  

医療法人相雲会小野田病院 南相馬市原町区旭町 3－21 ○  

（厚生連）鹿島厚生病院 南相馬市鹿島区横手字川原 2 ○  

双葉

地区 

福島県ふたば医療センター附

属病院 

双葉郡富岡町大字本岡字王塚

817-1 
○  

福島県立大野病院 

（休止中） 

双葉郡大熊町大字下野上字大

野 98－1 
○  

（厚生連）双葉厚生病院（休止

中） 

双葉郡双葉町大字新山字久保

前 100 
○  

医療法人西会西病院 

（休止中） 

双葉郡浪江町大字権現堂字下

柳町 6 
 ○ 
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(3) 避難地域等の医療提供体制の復興・再生 

１ 避難地域等医療復興事業【全庁重点・所重点】 

避難地域等医療復興計画に基づき、管内の医療提供体制の再構築に必要不可欠であ 

る施設設備等の復旧・復興及び医療従事者の確保を支援するため、病院等の病床稼働 

状況や医療従事者の現状及び支援要望等の把握を行いました。 

 

(4) 移植医療の推進 

１ 骨髄バンクドナー登録推進事業 

広く県民に対して骨髄バンク事業の普及啓発を行い、事業に対する県民の理解とド

ナー登録の促進を図りました。 

■ドナー登録会 6 回   ■ドナー登録受付件数 34 件 

 

(5) 医薬品等の品質・有効性・安全性の確保と医薬分業 

１ 薬事監視指導事業【所重点】 

医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保並びに不良医薬品等の発生を防止するた 

め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「医 

薬品医療機器等法」という。）に基づき、医薬品等の製造所及び薬局等医薬品販売業 

に対する監視・指導を実施しました。 

また、医薬品を適正に使用するために必要な情報の提供状況や薬局等の管理状況を 

確認することにより、医薬品等の使用による健康被害発生を防止するため、薬局等に 

対する薬事監視を実施しました。 
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■薬事監視件数                            （単位：件） 

 

 

 ２ 毒物劇物危害防止対策事業 

毒物及び劇物による事故の未然防止を図るため、毒物及び劇物取締法に基づき、関 

係施設の登録事務を行うとともに、毒物劇物の製造業者、販売業者及び運送業者に対

する監視指導等を実施しました。 

(1) 農薬危害防止運動（実施時期 6～8 月） 

ポスター掲示により農薬の安全かつ適正な使用や保管管理を啓発しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説諭 始末書
業務
停止

改善 計

54 13 0 3 3 0 0 0 3

専業 4 5 0 0 0 0 0 0 0

薬局 0 0 0 0 0 0 0 0 0

専業 1 0 0 0 0 0 0 0 0

薬局 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 8 0 0 0 0 0 0 0

9 5 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

169 37 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

高度管理医療機器 77 25 0 0 0 0 0 0 0

管理医療機器 341 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

化
粧
品

医
療
機
器

販売業
・貸与業

販売業

業務上取り扱う施設

製造業

修理業

製造販売業

業務上取り扱う施設

製造業

製造販売業

製造販売業

販売業

業務上取り扱う施設

製造業

医
薬
品

医
薬
部
外
品

店舗販売業

卸売販売業

配置（既存）販売業

業務上取り扱う施設

製造業

違反
件数

製造販売業

違反に対する措置

対象数
監視
件数

収去
件数

薬局

業種別
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(2) 毒物劇物営業者等に対する立入検査の実施 

■毒物劇物取扱施設立入検査件数              （単位：件） 

 

 

(3) 毒物劇物運搬車両取締り 

① 実施日：令和 7 年 11 月 20 日 

実施場所：福島県トラック協会相馬地区休憩所駐車場（相馬市） 

② 実施日：令和 7 年 11 月 17 日 

実施場所：リプルンふくしま前 国道 6 号下り線（富岡町） 

 

３ 医薬品製造販売業等の許可・登録事務 

医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保するため、医薬品医療機器等法に基づく 

医薬品製造販売業等の許可・登録に関する事務を実施しました。 

■許可・登録件数 

業態 
   区分 許可・登録 書換え  

再交付   新規 更新 

薬局 2 11 1 

医薬品製造販売業（薬局） 0 0 0 

医薬品製造業（薬局） 0 0 0 

医薬品販売業 6 2 0 

高度管理医療機器等販売業・貸与業 6 2 2 

管理医療機器販売業・貸与業 7 ０ ０ 

毒物劇物販売業 5 3 0 

 

４ 薬事衛生思想の普及対策 

「薬と健康の週間」(10 月)に合わせ、医薬品の適正使用の大切さと、適正使用の 

ために薬剤師が果たす役割を普及啓発するため、関係機関にポスターを送付しました。 

 

説諭 始末書
業務
停止

改善 計

製造業 10 3 0 0 0 0 0 0 0

輸入業 2 1 0 0 0 0 0 0 0

販売業 79 18 0 0 0 0 0 0 0

業務上取扱者 6 0 0 0 0 0 0 0 0

法22条第5項の者 0 0 0 0 0 0 0 0 0

違反に対する措置

業種別 対象数
監視
件数

収去
件数

違反
件数
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５ 災害時医薬品等備蓄供給事業 

災害発生の初動期（発生から 1～3 日）には、住民が必要とする医薬品等（薬効分 

類医薬品等：53 品目、衛生材料:16 品目）の確保が難しくなることから、災害時の 

医療機関への迅速な供給体制を確保するため、医薬品卸売販売業者における災害時医 

薬品等の備蓄状況を確認しています。  

 卸幹事営業所：東北アルフレッサ株式会社 南相馬支店（医薬品） 

株式会社日東 福島支社（衛生材料） 

     

(6) 血液の確保対策の推進 

１ 献血推進事業【全庁重点・所重点】 

献血思想の普及及び献血者の確保を図るため、「愛の血液助け合い運動」献血街頭

キャンペーンを実施しました。 

「愛の血液助け合い運動」献血街頭キャンペーン 

  開催状況 : ①令和 7 年 7 月 3 日  相馬市民会館     献血者数  73 人 

②令和 7 年 7 月 13 日 南相馬ジャスモール  献血者数 １04 人    

 

■献血事業の実績 

 管内合計 相馬地区 双葉地区 

献血目標量 

（目安人数） 

献血量 

（献血者数） 

1,238.2L 

(3,103 人)   

1,254.6L 

(3,169 人) 

887.1L 

(2,240 人) 

916.8L 

(2,320 人) 

351.1L 

（863 人） 

337.8L 

（849 人） 

達成率（％） 101.3% 103.3% 96.2％ 

内訳 

400mL 献血実績 
1241.6L 

(3,104 人) 

905.6L 

（2,264 人） 

336.0L 

(840 人) 

 達成率 102.1％ 103.1％ 99.3％ 

200mL 献血実績 
13.0L 

(65 人) 

11.2L 

(56 人) 

1.8L 

(9 人) 

 達成率 104.8％ 124.4％ 52.9％ 

 

(7) 薬物乱用の防止 

１ 麻薬等取締事業 

麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法に基づき、免許・ 

指定事務を行うとともに、麻薬、覚醒剤取扱者に対する監視指導を行いました。 

また、薬物乱用による危害を防止するため、普及啓発を行いました。 
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■麻薬取扱施設の立入検査の実施状況 （単位：件） 

 麻薬 向精神薬 覚醒剤原料 

件数 65 42 46 

 

(1) 不正大麻・けし撲滅運動（5～7 月） 

管内の巡視を行い、大麻・けしの不正栽培を発見した場合は、それらの抜去を 

行いました。 

  大麻： 1 件      4 本抜去 

けし： 2 件   280 本抜去 

(2) 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動（10 月～11 月）  

関係機関にポスター等啓発資材を配布し、薬物乱用防止の啓発を行いました。 

  

２ 薬物乱用防止指導員運営事業 

覚醒剤、大麻等の乱用根絶を目指し、徹底した啓発活動を効果的に実施するため、 

薬物乱用防止指導員を育成するとともに、同協議会の活動支援を行いました。 

(1) 相馬地区薬物乱用防止指導員協議会総会の開催 

開 催 日：令和 7 年 6 月 6 日     

開催場所：相双保健福祉事務所 大会議室 

(2) 双葉地区薬物乱用防止指導員協議会総会の開催 

    開 催 日：令和 7 年 6 月 12 日    

開催場所：みんなの交流館 ならは CANvas１階 多目的室 1 

(3)「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施 

「ダメ。ゼッタイ。」福島県普及運動 626 ヤング街頭キャンペーン 

開 催 日：令和 7 年 7 月 7 日 

開催場所：南相馬ジャスモール 

(4) 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の実施 

 ふたばワールド 2025in かわうちに出展し、薬物乱用防止の啓発を行いまし 

た。 

開 催 日：令和 7 年 10 月 11 日 

開催場所：川内村 田ノ入工業団地 

 

３ 覚醒剤・シンナー・ボンド乱用防止事業 

薬物相談窓口を設置し、住民からの薬物問題に関する相談に対応しました。 

また、管内の小、中、高校が実施する薬物乱用防止教室に当所職員を講師として派 

  遣しました。 
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■薬物乱用防止教室への講師派遣の状況 

種別 実施校数（校） 受講者数（人） 

小学校 23 748 

中学校 15 1,013 

高校 2 1065 

その他 2 31 

計 42 2,857 
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1-2 医療薬事課（感染症予防チーム） 

(1) 感染症対策の総合的な推進 

１ 感染症予防対策事業【所重点】 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」とい 

う。）に定められた各疾病の発生時に必要な措置をとるとともに、疫学調査を実施し、 

感染経路の究明を図りました。 

また、接触者等に対して健康診断を行い、二次感染の防止に努めました。 

(1) 感染症予防費等負担金 

感染症の病原体に汚染された場所の消毒に要する経費等の市町村支弁分に対して、 

負担金を支出しています。なお、令和７年度は管内市町村からの交付申請はありま 

せんでした。 

   負 担 率：2/3（国 1/2、県 1/2） 

    

 (2) 腸管出血性大腸菌感染症予防対策事業 

腸管出血性大腸菌感染症患者の発生に対する検査及び感染拡大防止対策を実施 

しています。なお、令和 7 年度は発生がありませんでした。 

 

(3) 移送  

一類・二類感染症患者等が発生した場合に、患者を感染症指定医療機関へ移送す 

るための体制を整えています。 

 

(4) 感染症診査協議会の運営等 

感染症診査協議会は、感染症法に基づく入院勧告や就業制限、結核患者に対する 

医療等について審議することを目的として設置されており、当所は当協議会からの 

答申に基づき各種業務を行いました。 

【相双地区感染症診査協議会】 

  開催時期：毎月 第 3 水曜日    開催場所：相双保健福祉事務所 

   

■感染症診査協議会の診査の状況     （単位：件） 

区分 申請件数 合格件数 承認件数 

入院勧告 2 2 2 

入院延長 1 1 1 

37 条の 2 7 7 7 

就業制限 3 3 3 

計 13 13 13 
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■相双地区感染症診査協議会委員名簿 

区分 氏名 所属 

委員長 大石 明 大石医院 

委員 奥村 廣和 南相馬市立総合病院 

委員 新道 譲二 しんどうクリニック 

委員 島 牧義 ふりど循環器科 

委員 邊見 直子 相馬人権擁護委員協議会 

委員 北目 哲郎 新開法律事務所 

 

(5) 麻しん対策事業 

麻しんを排除するため市町村への技術的支援及び住民への普及啓発を図りました。 

 

２ 感染症発生動向調査事業 

感染症の発生状況や動向を早期に把握することにより、感染拡大を防止するため、 

各定点医療機関（５医療機関（８定点））からの報告を感染症情報センターに報告 

し、そこから還元された情報を管内関係機関等に提供するとともに、ホームページで 

公表しました。 

■感染症発生動向調査報告件数の推移               （単位：件） 

類 型 感染症名等 R3 R4 R5 R6 R7 

二類感染症 結核 3 6 ３ ３ 5 

三類感染症 
腸管出血性大腸

菌感染症等 
2 2 ２ １ 0 

四類感染症 全数報告分 2 6 ６ ７ 6 

五類感染症 全数報告分 4 7 ９ ６ 152 

 

(２) 肝炎対策の実施 

１ 肝炎医療費に係る事務 

  治療費の一部を助成し、患者の経済的負担の軽減を図ることにより、肝がん等へ

の進行を予防するとともに効果的な肝炎治療を推進するため、肝炎治療受給者証の

交付申請関係手続きに関する事務を行いました。 

■肝炎治療受給者証の交付申請件数             （単位：件） 

インターフェロン

治療 

インターフェロン 

フリー治療 

核酸アナログ 

製剤治療 

新規 更新 

０ ７ ４ 53 
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２ 保健所における肝炎相談事業 

肝炎の早期発見と患者・家族等の不安の軽減を図るため、肝炎ウイルス検査等に 

関する相談窓口を設置し、来所や電話による相談に対応しました。（随時） 

 

■相談件数         （単位：人） 

区分 男性 女性 計 

電話相談 21 23 44 

来所相談 10 8 18 

 

■相談内容(延べ件数)                            （単位：件） 

1 症状・感染経路・予防方法等の相談 0 

2 発生状況等の問い合わせ 0 

3 不安の訴え 0 

4 医療機関での診療、検査対応等に関する問い合わせ 1 

5 国や県の体制の内容についての問い合わせ 5 

6 輸血用血液・血液製剤の安全性に関する問い合わせ 0 

7 肝炎医療費助成 25 

8 その他 31 

合計  62 

 

３ HIV・肝炎・梅毒検査事業 

(1) HIV 抗体検査事業及び梅毒検査事業 

感染者・患者の早期発見と住民の不安を軽減するため、HIV 抗体検査及び梅毒検

査を実施しました。 

 

■HIV・梅毒抗体検査数の推移     （単位：件） 

年度 
HIV 検査数 

梅毒検査数 
男性 女性 合計 

5 8(0) 3(0) 11(0) 10 

6 7(1) 2(1) 9(2) 9 

７ 3(0) 1(1) 4(1) 4 

※括弧内は夜間検査の再掲。 

(2) 肝炎ウイルス検査事業 

B 型肝炎及び C 型肝炎ウイルス検査を無料で実施できる体制を整備し、肝炎ウイル

ス陽性者の早期発見を図りました。 
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■肝炎ウイルス検査の推移        （単位：件） 

年度 
HBV 検査数 HCV 検査数 

男性 女性 合計 男性 女性 合計 

5 12 5 17 12 5 17 

6 6 3 9 6 3 9 

７ 9 5 14 10 5 15 

 

 (3) 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業 

肝炎ウイルス検査で陽性となった方に対し、精密・定期検査費用の一部助成や、医 

療機関受診後のフォローアップを実施することにより、ウイルス性肝炎患者の重症化 

予防を図りました。 

フォローアップ実施件数：1 件 

 

４ 肝炎普及啓発事業 

  肝炎についての正しい知識の普及と予防の重要性についての理解促進を図るために

街頭キャンペーンを実施し、ショッピングモール等において啓発用資材を配布しまし

た。 

実施日：令和 7 年 7 月 31 日   実施場所：南相馬市内 

 

(３) 結核対策の実施 

１ 結核定期健康診断補助金 

結核患者の早期発見と患者発生防止を図るため、私立学校及び施設が行う結核定期健

康診断に要する費用に対し、補助金を交付しました。 

交付件数：13 件 

 

【結核定期健康診断の対象者】 

①業者(学校及び病院、診療所、助産所、介護老人保健施設において業務に従事する者) 

②学校(高等学校、高等専門学校、専修学校、養護学校の入学年次の生徒) 

③施設(救護施設、養護老人ホーム、特別介護老人ホーム、軽費老人ホーム、 

身体障害者療護施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者 

通勤寮の業務に従事する者並びに 65 歳以上の入所者) 

④市町村(65 歳以上の者) 
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■結核定期健康診断実施状況（私立学校及び施設） 

対象内訳 

区分 

事業所 高等学校 施設 市町村 

(65 歳以上) 

合計 

その他学校 

対象者数(人) 4,408 979 2,160 58,306 65,853 

受診者数(人) 4,156 976 2,010 17,379 24,521 

受診率(％) 94.3 99.7 93.1 29.8  37.2 

間接撮影受診者数(人) 842 813 176 6,625 8,456 

直接撮影受診者数(人) 3,314 163 1,834 10,754 16,065 

喀痰検査受診者数(人) 0 0 0 0 0 

発

見

状

況 

結核患者数(人) 0 0 0 0 0 

発見率(％) 0 0 0 0 0 

発病のおそれの

ある者(人) 
0 0 0 0 0 

発見率(％) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

■結核定期健康診断の実施状況(一般住民) 

 

 

２ 結核医療費 

結核の適正医療の普及を図るとともに、長期の服薬を余儀なくされる患者の経済的

な負担を軽減するため、感染症法の規定に基づき、入院・通院に係る医療費の公費負

担に係る事務を実施しました。 

(1) 一般患者（法第 37 条の 2）医療費公費負担事業  ７件 

(2) 入院患者（法第 37 条）医療費公費負担事業    ２件 

発病の恐れ
のある者
（人）

結核
患者

（人）

相馬市 10,797 3,324 30.8 0 3,324 0 0 0

南相馬市 21,679 5,105 23.5 0 5,105 0 0 0

広野町 1,592 661 41.5 661 0 0 0 0

楢葉町 2,378 818 34.4 0 818 0 0 0

富岡町 4,053 1,108 27.3 1,108 0 0 0 0

川内村 1,113 415 37.3 395 20 0 0 0

大熊町 3,258 1,026 31.5 882 144 0 0 0

双葉町 2,168 486 22.4 469 17 0 0 0

浪江町 6,326 2,039 32.2 1,932 107 0 0 0

葛尾村 469 243 51.8 243 0 0 0 0

新地町 2,651 1,219 46.0 0 1,219 0 0 0

飯舘村 1,822 935 51.3 935 0 0 0 0

R7年度合計 58,306 17,379 29.8 6,625 10,754 0 0 0

喀痰検査
（人）

発見者数
対象人員
（人）

市町村

受診人員
（人）

受診率
（％）

間接撮影
（人）

直接撮影
（人）
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３ 結核患者管理事業【所重点】 

感染症法第 17 条に基づく定期外の健康診断（接触者健診）及び第 53 条の 13 に 

基づく登録患者の健康診断（管理検診）を医療機関等への委託により実施しました。 

また、感染症法第 25 条に基づき、登録患者及びその家族に対して、家庭訪問を実 

施しました。 

 (1) 家庭訪問指導（延べ） 

 家 庭 訪 問：28 回     入院患者面接： 3 回 

 

(2) 関係医療機関との DOTS カンファレンス 

治療開始から終了に至るまでの服薬支援を切れ目なく行うことを目的に、医療機 

関や関係機関と連携し、DOTS カンファレンスを開催しました。 

また、管外医療機関に入院中の患者についても、一貫した支援が行えるよう入院

医療機関で開催されている DOTS カンファレンスに参加しています。 

 参加回数：２回 

※DOTS とは、Directly Observed Treatment Short-course の略（直訳：直視監視下短期化学 

療法）で、結核患者を見つけて治すために利用されている、プライマリー保健サービスの包括的計 

画の名称。 

 

(3) 接触者健診（感染症法第 17 条） 

結核患者が発生した場合、その家族を中心に健診を実施していますが、同居家 

   族に限らず患者と接触の多い者を含めて接触者健診として実施しました。 

■接触者健診の状況                   

対象者数

(人) 

受診者数

(人) 

受診率

(％) 

要医療

(人) 

発病の恐れの

ある者(人) 

39 39 100 ０ ０ 

 

(4) 管理検診（感染症法第５３条の１３） 

医師から治癒と判定されてから 2 年以内の結核回復者、治療放置及び病状不明 

   等の者に対して、委託医療機関との契約による検診を実施しました。 

また、管理検診のほかに、治療終了後も自主的に受診し経過をみている者（経過 

観察患者）については、主治医に病状照会するなどして再発のおそれがないか確認 

しました。 

■管理検診の状況 

対象者数 

(人) 

受診者数 

(人) 

受診率 

(％) 

要医療 

(人) 

発病の恐れの

ある者(人) 

12 11 91.7 0 0 
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(４) エイズ・性感染症対策の実施 

エイズ対策促進事業 

エイズのまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解消を図るため、地域の 

実情に応じたエイズ対策を推進しました。 

  (1) 世界エイズデー街頭キャンペーン 

    ショッピングモールにおいて、啓発用資材の配布を実施しました。 

    実 施 日：令和７年 11 月 28 日     実施場所：南相馬市内 

 

(2) 普及啓発事業 

 所内に来庁者持ち帰り用啓発資材を設置するとともにポスターを掲示しました。 

   実施時期：11 月下旬～12 月下旬 

 

(3) エイズ一般相談 

    エイズに関する地域住民からの相談（来所、電話）に対応しました。（随時） 

 

■エイズ相談状況       （単位：人）  

区分 男性 女性 計 

電話相談 18  5 23 

来所相談 2 0 2 

 

■エイズ相談内容（延べ件数)        （単位：件） 

1 症状・感染経路等の相談 1 

2 発生状況の問い合わせ 0 

3 不安の訴え 0 

4 予防方法等の相談 0 

5 専門医療機関の場所の問い合わせ等 0 

6 抗体検査実施医療機関の問い合わせ 0 

7 サ－ベイランス体制の問い合わせ 0 

8 国や県の体制内容についての問い合わせ 0 

9 輸血用血液・血液製剤の安全性 0 

10 その他のエイズ相談 25 

11 エイズ以外の性感染症の相談 14 

計   40 
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(５) 予防接種の推進 

予防接種普及事業 

流行のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防するため、市町村に対し、予防接 

種法に定められた定期･臨時の予防接種の適正な実施及び予防接種による健康被害へ 

の対応について技術的助言を行いました｡ 

(1) 予防接種事故対策負担金 

市町村が予防接種健康被害を受けた者に対して支弁した医療費、医療手当、障害年

金の給付額を県が負担しています。なお、令和７年度は管内市町村からの交付申請は

ありませんでした。 

負担率：国 1/2、県 1/4、市町村 1/4        

 

 

(2) 予防接種事故発生調査費補助金 

市町村が予防接種健康被害調査委員会を開催し、調査等に要した費用を県が負担し 

ています。 

負担率：国 1/2、県 1/4、市町村 1/4       交付件数：２件  

 

■日本脳炎の接種者数 

                  （単位：人）  

 

※標準的な接種期間 第 1 期初回：3 歳、第 1 期追加：4 歳、第 2 期：9 歳   

（令和 6 年度地域保健・健康増進推進事業報告（公開日 2026 年 3 月 17 日）より） 

              

1期追加 2期

第1回 第2回

相馬市 202 203 191 273

南相馬市 294 292 254 337

広野町 15 16 21 35

楢葉町 24 26 22 30

富岡町 36 41 33 72

川内村 7 6 8 11

大熊町 53 45 37 66

双葉町 18 21 17 18

浪江町 55 57 41 64

葛尾村 6 7 7 7

新地町 52 53 63 73

飯舘村 6 6 14 25

計 768 773 708 1,011

市町村

1期初回

接種者数
接種者数 接種者数
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■BCG の接種者数         （単位：人） 

 

      ※標準的な接種期間 生後 5 月～生後 8 月に達するまでの期間 

 

■MR（麻しん・風しん）の接種者数  （単位：人） 

 
※接種期間  

 第 1 期：1 歳児、第 2 期：5 歳～7 歳未満で、かつ小学校就学前 1 年間

接種者数

5月未満 5月～1歳 計

相馬市 2 145 147

南相馬市 0 246 246

広野町 0 11 11

楢葉町 0 21 21

富岡町 2 29 31

川内村 1 7 8

大熊町 1 31 32

双葉町 0 12 12

浪江町 1 37 38

葛尾村 0 11 11

新地町 0 34 34

飯舘村 0 3 3

計 7 587 594

市町村

1期 2期

相馬市 165 224

南相馬市 251 283

広野町 17 16

楢葉町 19 33

富岡町 29 45

川内村 5 3

大熊町 37 47

双葉町 14 22

浪江町 43 47

葛尾村 9 9

新地町 30 65

飯舘村 7 17

計 626 811

麻しん・風しん(混合）
市町村
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 ■①三種混合（D ジフテリア、P 百日せき、T 破傷風） 

 ②四種混合（D ジフテリア、P 百日せき、T 破傷風、IPV 急性灰白髄炎） 

           （単位：人） 

 
※標準的な接種期間 

 第 1 期初回：生後 3 月～生後 12 月 

 第 1 期追加：第 1 期初回接種（3 回）終了後 12 月～18 月 

 第 2 期 DT トキソイド：11 歳～12 歳（小学 6 年生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第1期 第2期 第1期

追加接種 DT 追加接種

第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回

相馬市 0 0 0 0 262 0 13 36 159

南相馬市 0 0 0 0 265 3 30 62 256

広野町 0 0 0 0 30 0 1 4 15

楢葉町 0 0 0 0 26 0 3 4 22

富岡町 0 0 0 0 50 0 5 10 36

川内村 0 0 0 0 6 0 1 1 5

大熊町 0 0 0 0 53 1 3 3 36

双葉町 0 0 0 0 20 1 3 6 10

浪江町 0 0 0 0 64 4 8 10 42

葛尾村 0 0 0 0 5 0 1 3 8

新地町 0 0 0 0 54 0 1 2 33

飯舘村 0 0 0 0 21 0 1 2 9

計 0 0 0 0 856 9 70 143 631

接種者数

市町村

第1期初回(DPT)

接種者数

第1期初回(DPT-IPV)

接種者数
接種者数接種者数
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■B 型肝炎ワクチンの接種者数  （単位：人） 

    

※標準的な接種期間 生後 2 月～生後 9 月 

 

 (６) 新興感染症等への対応 

感染症危機管理体制強化事業【全庁重点】 

新興感染症等の発生・まん延に平時から備えるため、医療提供体制の整備に取り組 

  むとともに、関係機関との連携体制の構築及び所内体制の強化を図りました。 

  

    感染症等の発生に備え、職員を対象とした防護服着脱等の実践的な訓練や危機 

管理に係る研修を実施しました。 

①感染症対策研修 

②鳥インフルエンザ対策研修 

③感染症危機管理研修 

 

    

 

 

 

 

 

 

市町村 第1回 第2回 第3回

相馬市 140 135 135

南相馬市 234 239 240

広野町 14 12 14

楢葉町 27 24 16

富岡町 31 34 34

川内村 7 7 9

大熊町 34 33 37

双葉町 9 11 15

浪江町 34 38 41

葛尾村 6 7 9

新地町 40 35 32

飯舘村 3 4 4

計 579 579 586

B型肝炎ワクチン
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2-1 衛生推進課（環境衛生チーム） 

(1) 衛生的な環境対策の推進 

１Ｐ 環境営業許可指導事業【所重点】 
生活衛生関係営業施設の衛生水準の維持向上を図るため、生活衛生関係営業の 

許可、監視指導等を行いました。 

(1) 生活衛生関係営業施設の新設等に係る事前指導 

新規許可件数：12 件 

 

(2) 営業施設に対する定期的な監視指導 

実施時期：4 月～3 月 

対象施設数：1,109 施設〔避難指示区域含む〕 

実施頻度：概ね 5 年に 1 回の割合で立入 

立入件数：237 件（新規許可時の調査を含む） 

 

(3) 生活衛生関係営業施設の自主管理指導 

新規許可及び立入検査時の助言・指導、情報提供 

 

(4) 生活衛生及び生活衛生営業経営に関する情報提供（講習会等） 

講習会 開催回数：2 回  参加者数：42 人 

   内 容：理容所営業者衛生講習会 

 

２ 建築物の衛生的環境確保事業 

建築物における衛生的環境の確保を推進するため、特定建築物等の監視指導を行い 

ました。 

(1) 特定建築物の衛生的管理の監視指導 

実 施 時 期：12 月～2 月       対象施設数：79 施設〔避難指示区域含む〕 

実 施 頻 度：概ね 3 年に 1 回立入  立 入 件 数：28 件(新規届出時の調査を含む) 

 

(2) 建築物清掃業等の知事登録業者の監視指導 

 実 施 時 期：4 月～3 月          対 象 数：27 事業〔避難指示区域含む〕 

 実 施 頻 度：概ね 2 年に 1 回立入  立 入 件 数：2 件(登録申請時の調査を含む) 

 

３ 生活環境の衛生確保事業 

生活環境の衛生を確保するため、各種相談の受付及び助言・指導や関係施設の監視 

指導を行いました。 
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 (1) 住居衛生 

ア カビやダニ等の衛生害虫の発生防止・駆除の助言・指導 

イ 居住環境に関する種々の相談対応、情報提供 

(2) 墓地、納骨堂、火葬場の経営許可等及び事前指導 

許可件数：0 件 

 

(3) 家庭用品に含まれる有害物質の監視 

   実 施 時 期：1 月 

   試買検査件数：ホルムアルデヒド 9 件 

 

(4) 遊泳用プールの衛生管理指導 

 実 施 時 期：7 月～8 月     対象施設数：8 施設〔避難指示区域含む〕 

 実 施 頻 度：年 1 回立入    立 入 件 数：8 件 

 

 (5) コインオペレーションクリーニングの衛生管理指導 

 実 施 時 期：6 月～1 月           対象施設数：50 施設〔避難指示区域含む〕 

 実 施 頻 度：概ね 2 年に 1 回立入  立 入 件 数：62 件(新規届出時の調査を含む) 

 

４ 生活衛生関係施設衛生確保推進事業【所重点】 

(1) レジオネラ属菌対策指導 

レジオネラ症の発生防止対策を推進するため、公衆浴場及び旅館の浴槽水等の 

レジオネラ属菌検査を実施し、施設の適正な衛生管理について指導、啓発を行い 

ました。 

ア 浴槽（ユニットバスを除く）を有する入浴施設の衛生指導 

    対象施設数：公衆浴場 32 施設、旅館 62 施設 

イ 循環式浴槽水及びシャワー水の水質検査（レジオネラ属菌） 

実施時期：5 月、10 月   検査件数：10 件 

ウ 循環式浴槽水の自主検査の推進 

 

(2) 理美容所器具類の細菌検査 

皮膚に接する器具について、ATP ふき取り検査による衛生状況の確認を行い、 

適正な管理について指導しました。 

実施時期：11～3 月  検査件数：13 施設 29 件 
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(2) 飲料水の衛生対策の推進 
１ 飲料水の衛生確保事業【所重点】 

安全な水道水の安定的な供給を図るため、水道事業の認可・確認・届出関係事務を 

行う他、各水道施設等の監視指導・啓発を行いました。 

(1) 水道水の安全確保 

ア 水道施設、専用水道、給水施設の監視指導 

実 施 時 期：４月～11 月   対象施設数：35 施設〔避難指示区域含む〕 

実 施 頻 度：年 1 回立入    立入件数：32 件 

イ 簡易専用水道・準簡易専用水道の衛生管理指導 

対象施設数：252 施設〔避難指示区域含む〕 

立 入 件 数：４件 

    ウ 水道事業の基盤強化・広域連携に関する検討会の開催 

      開 催 回 数：０回 

  (2) 飲用井戸使用者に対する衛生的飲用指導 

   ア 飲用井戸所有者からの相談対応 

井戸所有者から、井戸の維持管理、水質検査及び放射性物質の井戸への影響 

等に関する相談があった際に飲用指導を行いました。 

 イ 汚染井戸周辺調査に係る飲用指導 

    

2 水道水質安全確保事業【全庁重点・所重点】 

放射性物質による飲料水の汚染の有無を確認し、利用者に安心を提供するため、飲 

料水を対象とした放射性物質のモニタリング検査を実施しました。 

飲料水の放射性物質モニタリング検査の受付及び飲用指導 

対象施設数：35 施設        基準超過施設：なし 

 

3 水道施設整備国庫補助等指導監督事務 

生活を支える安全・安心な水道の整備を図るため、市町村や水道企業団に対し、水 

道施設整備国庫補助等に関する助言及び申請の受付事務を行いました。 

水道施設整備国庫補助等の受付件数：４件 
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(3) 温泉の適正利用の推進 
１ 温泉の適正利用推進事業 

温泉源の保護と適正利用を推進するため、温泉掘削等許可申請に基づく現地調査指 

導、温泉源の定期測定調査等を実施しました。 

(1) 温泉掘削等の許可申請に係る指導・現地調査 

源 泉 数：25 源泉〔避難指示区域含む〕 

申請件数：0 件     立入検査：29 件 

 

(2) 温泉利用施設の許可、立入検査・指導、温泉掲示指導 

   温泉利用施設数：16 施設 

   申 請 件 数：6 件（浴室毎） 

   実 施 時 期：4～12 月 

  対象施設数：1６施設〔避難指示区域含む〕 

  実 施 頻 度：年 1 回立入    立入件数：19 件 

 

(3) 源泉、温泉施設等における可燃性ガスに係る安全対策指導      

   指導件数：６件   
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■環境衛生関係施設の業種別年間監視指導状況 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
分 番 区　分 ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑩+⑪+⑫

違    反 説　 諭 営　 業 改　 善

使　 用

類 号 業　種 件　  数 処　 分 停   止 命　 令

処　 分

1 旅 館 ・ ホ テ ル 186 5 5 88 0 93 50.0 0 0 0 0 0

3 簡 易 宿 所 69 4 4 14 0 18 26.1 0 0 0 0 0

営 4 下 宿 54 1 1 2 0 3 5.6 0 0 0 0 0

業 5 常 設 興 行 場 11 0 0 11 0 11 100.0 0 0 0 0 0

関 6 そ の 他 の 興 行 場 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0

係 7 普 通 公 衆 浴 場 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0

施 8 そ の 他 の 公 衆 浴 場 46 2 2 50 0 52 113.0 0 0 0 0 0

設 9 理 容 所 260 1 1 16 0 17 6.5 0 0 0 0 0

10 美 容 所 411 7 7 32 0 39 9.5 0 0 0 0 0

11 クリーニング所（一般） 29 0 0 1 0 1 3.4 0 0 0 0 0

12 クリーニング所（取次所） 43 2 2 1 0 3 7.0 0 0 0 0 0

A　　　小　　　　計 1,109 22 22 215 0 237 21.4 0 0 0 0 0

13 水 道 用 水 供 給 事 業 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0

飲 14 上 水 道 2 0 0 2 0 2 100.0 0 0 0 0 0

料 15 簡 易 水 道 8 0 0 8 0 8 100.0 0 0 0 0 0

水 16 専 用 水 道 9 0 0 8 0 8 88.9 0 0 0 0 0

施 17 簡 易 専 用 水 道 182 1 0 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0

設 18 準 簡 易 専 用 水 道 70 3 0 2 0 2 2.9 0 0 0 0 0

19 給 水 施 設 16 0 0 14 0 14 87.5 0 0 0 0 0

B　　　小　　　　計 287 4 0 35 0 35 12.2 0 0 0 0 0

20 火 葬 場 1 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0

21 墓 地 ・ 納 骨 堂 397 0 0 4 0 4 1.0 0 0 0 0 0

22 特 定 建 築 物 79 2 2 26 0 28 35.4 0 0 0 0 0

23 ビル管理業登録業者 27 4 4 0 0 4 14.8 0 0 0 0 0

24 出 張 理 容 5 1 1 1 0 2 40.0 0 0 0 0 0

25 出 張 美 容 7 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0

26 洗たく物無店舗取次店 8 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0

27 ｺｲﾝｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 50 2 2 62 0 64 128.0 0 0 0 0 0

28 一 般 プ ー ル 8 0 0 8 0 8 100.0 0 0 0 0 0

C　　　小　　　　計 582 10 9 101 0 77 13.2 0 0 0 0 0

29 井 戸 等 0 0

30 家 庭 用 品 関 係 1 0

31 そ 族 こ ん 虫 0 0

32 住 環 境 関 係 0 0

33 そ の 他 施 設 0 0

D　　　小　　　　計 1 0

34 源 泉 25 0 0 29 0 29 116.0 0 0 0 0 0

35 温 泉 利 用 施 設 16 1 1 15 0 16 100.0 0 0 0 0 0

E 　　小　　　　計 41 1 1 44 0 45 109.8 0 0 0 0 0

2,019 37 32 396 0 394 19.5 0 0 0 0 0

そ
の
他
の
施
設
等

そ
の
他
（

施
設
以
外
）

温
泉

合　　　　計

行　　政　　処　　分

年 度 末

現    在

総施設数

許可認可

届出受理

施 設 数

許可認可

前  及び

届出時の

調査指導

延べ件数

監視指導

延べ件数

無 許 可

無 届 出

施 設 の

調査指導

延べ件数

③+④+⑤

総 監 視

件    数

⑥÷①

 １ 施 設

 当 た り

 監 視 率

　　％

④ のうち

苦情処理

に  よ

る

監視件数
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2-2 衛生推進課（食品衛生チーム） 

食品安全確保対策の推進 

１ 食品営業許可指導事務 

食品の安全の確保と食品衛生思想の普及啓発を図るため、食品営業施設の監視指 

導、食品等の収去検査、食品衛生講習会等を実施しました。 

(1) 食品衛生法改正への対応 

  食品衛生法改正後、初めて食品営業許可申請又は営業届出をする営業者に対し

て、法改正により改編・追加された許可及び届出業種について説明をし、適切な

営業許可又は届出を申請できるよう指導しました。 

 

(2) 食品営業許可事務 

食品営業者に対する施設・設備基準の適正指導及び許可・登録事務件数 

新規許可件数： 317 件 

継続許可件数：  0 件 

監視延べ件数： 770 件 

 

(3) 食品等事業者に対する監視指導の強化 

ア  食品卸売市場に対する定期的な早朝監視 

対象 施 設 数：6 件   監視延べ件数：0 件 

イ 大型小売店 

対象 施 設 数：21 件   監視延べ件数：14 件 

      ウ 重点監視対象施設 

  施設数 監視延べ件数 

食品製造・加工施設 32 22 

観光地関連施設 71 47 

大量調理施設（旅館・ホテル） 1 5 

大量調理施設（仕出し屋・弁当屋） 12 5 

大量調理施設（給食施設） 10 10 

エ 農産物直売所 

対象 施 設 数：18 件  監視延べ件数： 5 件 

 

(4) HACCP に沿った衛生管理状況の監視指導【全庁重点・所重点】 

平成 30 年 6 月の食品衛生法の一部改正により HACCP による衛生管理が義務 

化されました。このため HACCP による衛生管理に放射性物質対策を組み合わせ 

た県独自の「ふくしま HACCP」の導入普及を推進するため、導入支援研修会を開 

催し、県産加工食品の安全確保に努めました。 
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新規営業者に対する営業相談時の「ふくしま HACCP」手引書の配布、食品営 

業許可更新施設等の現地調査時における導入状況の確認、HACCP が定着した施設 

に対する衛生管理の効果検証、計画・手順書の見直しの確認等を実施するなどして、 

衛生管理の向上を指導助言しました。 

ふくしま HACCP 導入支援研修会の開催 8 回 （参加者 108 人） 

HACCP 導入施設数 2,143 施設 

 

(5) 消費者からの相談対応 

  相談件数：36 件 

 

 2 食中毒発生時等の原因究明調査【所重点】 

食中毒等において、発生原因の徹底究明及び被害の拡大防止を図るため、喫食調 

査、施設調査など迅速・的確な調査を行い、原因施設等に対して必要な措置を指導 

し、事故の再発防止を図りました。 

食中毒発生件数： 8 件 患者数：73 人  

原因物質：アニサキス 6 件、ノロウイルス 2 件 

 

3 食品安全対策の強化事業【所重点】 

(1) 畜水産食品中の抗生物質等モニタリング検査事業の強化 

生産段階での抗生物質、合成抗菌剤及び動物用医薬品の残留が懸念される食肉、 

卵、牛乳、魚介類等の食品のモニタリング検査を実施することにより、違反食品等 

の排除に努めるとともに、関係機関を通じて生産者の指導を行いました。 

 検査実施数：1 件   違反件数：0 件 

(2) 食品中の残留農薬検査の強化 

残留農薬の実態把握と基準に違反した農産物の流通防止のため、県内で流通して 

いる農産物の残留農薬を検査するとともに、関係機関と連携して農薬の適正使用に 

ついて指導しました。 

 検査実施数： 8 件   違反品数： 0 件 

(3) 食品添加物の適正使用に関する取締の強化 

使用頻度の高い食品添加物を含む食品を重点的に検査し、違反食品の排除に努め 

るとともに、食品添加物の適正使用を指導しました。 

 検査実施数： 6 件     違反品数： 0 件 

 

4 食品中の放射性物質対策事業【全庁重点・所重点】 

市場等に流通する食品等の安全性を確認するため、県内農林水産物等を原材料とす 

る加工食品の放射性物質検査を実施しました。 

検査実施数：17 件      違反品数：0 件 
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第４ いわき出張所 

(1) 被災者に対する健康支援 

1 被災者健康サポート事業【全庁重点・所重点】 

復興公営住宅等で生活している被災者等が健康的な生活を維持できるよう、避難元

市町村及びいわき市と連携しながら、健康支援活動の実施体制を整備するとともに、健

康状態の悪化予防や健康不安の解消に向けた健康支援活動を実施しました。 

(1) 復興公営住宅等への家庭訪問 

市町村からの依頼を受け、家庭訪問により、健康状態の把握を行い、健康相談、 継

続支援活動等を実施しました。 

 

■家庭訪問等                         （単位：延べ人） 

※いわき地区における仮設住宅は令和 2 年度で全て撤去となったため、仮設住宅への訪

問なし。 

 

(2) 健康教育・健康相談会等の実施支援 

市町村等が実施する健診、健診結果説明会に、保健師、管理栄養士等を派遣し、避

難者の健康の保持・増進や介護予防等の活動を支援しました。また、市町村や関係機

関が主催するサロン等で出前による健康講話を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

市町村 

訪問 

所内外相談 電話相談 合 計 
自宅等 

復興公営

住宅 

南相馬市 0 0 0 0 ０ 

広野町 2 0 18 6 26 

楢葉町 21 13 17 64 114 

富岡町 28 21 43 188 282 

川内村 0 0 1 2 3 

大熊町 17 5 40 69 131 

双葉町 32 8 21 109 170 

浪江町 75 12 48 329 1,463 

葛尾村 ０ ０ ０ 0 ０ 

計 175 59 188 767 2,189 
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■町村等主催の健診・健診結果説明会等への専門職の派遣状況    （延べ） 

町村名 実施内容 回数 相談者 
当所派遣者数 

保健師 栄養士 その他 

楢葉町 
総合健診 2 9 0 2 0 

健診結果説明会 2 10 3 0 0 

富岡町 
総合健診 6 - 6 1 3 

健診結果説明会 3 44 3 0 0 

大熊町 
総合健診 8 41 6 2 0 

健診結果説明会 3 18 4 2 0 

双葉町 
総合健診 4 19 9 0 0 

健診結果説明会 2 21 3 1 0 

浪江町 
総合健診 4 142 7 1 0 

健診結果セミナー １ 7 2 0 0 

合 計 35 311 43 9 3 

 

■出前による健康講話の実施状況 

町村名

等 
対象 主催 実施内容 回数 

参加

者数 

相談

者数 

当所派遣者数 

保健師 栄養士 

双葉町 
サロン【ひ

だまり】 
双葉社協 

食生活・高血

圧編 
1 11 11 2 0 

お口の健康 1 11 7 2 0 

浪江町 
ホコタッチ

教室 
浪江町 

歩き方改善 
２ 7 ― 2 0 

復興公

営住宅 

八幡小路団

地 
自治会 

健康相談 
１ 5 4 ３ ０ 

下矢田団地 自治会 フレイル予防 １ 2 6 2 ０ 

泉本谷団地 社協連携 
腰痛予防 １ ９ 5 2 0 

フレイル予防 １ ４ ― １ ０ 

合 計 8 49 33 14 0 

 

(3) 市町村事業の協力支援 

平成 26 年度から市町村の依頼を受け、特定健康診査を受けた 40～74 歳の方の 

一部で、動機付け及び積極的支援が必要な方を対象に家庭訪問又は電話指導等によ 

り特定保健指導を実施しました。また、市町村の依頼を受け、糖尿病性腎症重症化 予

防プログラム及び高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する対象者に家庭

訪問や電話等で健康支援を実施しました。 
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■特定保健指導実施状況（上記の専門職の派遣状況に含まれている）    （単位：人） 

町村名 

令和７年度 

依頼者数 依頼者数修正 

動機付 積極的 合計 対象者＊1 支援中 終了者 

楢葉町 1 1 2 2 1 1 

富岡町 8 2 10 9 9 0 

大熊町 25 0 25 21 21 0 

双葉町 8 3 11 9 6 3 

浪江町 17 1 18 14 8 6 

計 59 7 66 55 39 7 

※1 令和 6 年度から服薬開始者は対象から除外になり、服薬開始の方と不通で町に返却 

した方を除き修正した数を対象者としている。 

 

■糖尿病性腎症重症化予防プログラムの対象者：実 2 名 

■高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の対象者：実 4 名 

 

2 被災者の心のケア事業【全庁重点・所重点】 

被災者のうつ病、アルコール問題等の心の問題に適切に対応するため、市町村やふ 

くしま心のケアセンター避難地域支援センター等と連携を図りながらメンタルヘルス 

課題に対応しました。また、措置入院者の退院後支援を実施しました。 

(1) 会議・打合せ（再掲） 

ア ふくしま心のケアセンター（避難地域支援センターも含む）：３回 

イ その他関係機関：31 回 

 

(2) ふくしま心のケアセンター同行訪問 （再掲）    

実：3 件、 延べ：5 件  

 

(3) メンタルヘルスに関する個別支援件数 （再掲） 

実：33 件 延べ：356 件 

（所内相談 11 件、所外相談 16 件、電話相談 214 件、メール 46 件、 

訪問 69 件）  

 

(4) 措置入院者の退院後支援に関すること 

措置入院となった被災者が退院後に必要な医療、福祉、介護、就労支援等の包括的な支

援を継続的かつ確実に受けられるよう支援し、措置入院者の社会復帰の促進等を図っ

た。 

退院後支援計画の作成 1 名 
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（2) 被災者支援に係る市町村等との連携 

１ 被災者支援に係る市町村等との連携強化事業【所重点】 

(1) 保健事業担当者会議の開催 

いわき地域に避難している住民への健康支援の調整を図るため、南相馬市、双葉郡町 

村、いわき市及びふくしま心のケアセンターなどを招集し、会議を開催しました。 

 

■保健事業担当者会議の開催状況                      （単位：人） 

開催月日 議 題 参加者 

令和 7 年 5 月 12 日 

１ 報告・説明 

・ 令和６年度被災者に対する健康支援等実績、令和

７年度健康支援体制について 

・ 令和６年度母子保健事業実績、令和７年度母子保

健事業について 

・ 令和７年度妊産婦等支援力向上事業について 

・ いわき市内避難者に対する妊産婦連絡票のやり

取りについて 

・  

２ 協議事項 

・ 幼児健康相談会（令和７年度子どもの心のケア事

業（医療支援事業））について 

・ 相双保健福祉事務所いわき出張所における特定

保健指導実施について 

・  

３ 情報提供 

・ 介護予防事業等連携事業について 

・ いわき市からの情報提供 

・ 健康づくり事業、慢性腎臓病重症化予防事業、母

子保健事業等） 

・ ふくしま心のケアセンター事業について 

・ NPO 法人 Commune with 助産師の事業につ

いて 

40 

 

(2) 被災者支援に係る市町村等との連携 

市町村や関係機関との連携強化や支援方針の共有を目的として、市町村や関係団体

等が開催する連絡会、会議、打合せ、事例検討会等への参加に加え、必要に応じて当

所主催による会議等も開催し、避難者支援に関する情報共有や課題整理、支援方法の

検討のほか、個別ケースへの対応方針の協議等を行いました。 
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  ■会議・打ち合わせ等の開催状況                    （単位：回） 
 会議 打ち合わせ 事例検討会 合計 

母子 2 12 0 14 

成人・高齢者 1 16 0 17 

精神 0 1 4 5 

難病 0 1 0 1 

合計 3 30 4 37 

※この他、母子保健関連の研修会を計 2 回開催しました。 

 

  ■会議・打ち合わせ等への参加状況                （単位：回） 

 
連絡会 

会議 

活動 

打ち合わせ 
事例検討 要対協 その他 合計 

南相馬市 0 0 0 0 1 1 

広野町 1 0 0 0 0 1 

楢葉町 1 3 0 0 0 4 

富岡町 3 3 4 2 0 12 

川内村 1 0 0 0 0 1 

大熊町 4 1 0 2 1 8 

双葉町 1 1 0 1 1 4 

浪江町 6 4 1 7 3 21 

いわき市 0 2 0 0 0 2 

その他 

関係機関 
20 45 8 0 32 105 

合 計 37 59 13 12 38 159 

 

(3)いわき市内避難高齢者に対する支援者情報交換会 

開催月日 議 題 参加者 

第 1 回 

令和７年 12 月 1 日 

１ 情報提供  

・いわき市内避難者の要介護認定者の動向  

・いわき市内復興公営住宅の状況及び相談支援体制  

２ 情報交換  

・いわき市内避難高齢者に対する各町村の取り組み

状況と課題について  

・個別相談支援（緊急時等）  

・高齢者虐待通報対応  

・認知症に関する対応（復興公営住宅における対応

啓発）  

・介護予防対策 

14 
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・事前ヒアリング 

いわき市 7 地区地域包括支援センター  各 1 回 

・事前打ち合わせ 

 いわき市地域包括支援センター  1 回 

 

２ 被災者支援に係る連携事業（健康増進・介護予防等事業） 

南相馬市・双葉 8 町村が相互利用可能な事業の情報を取りまとめ、周知用資料の 

作成・配布を行いました。実施された相互利用可能な事業には、他市町村から、 

実 39 人が参加し、全体で実 156 人、延べ 2,157 人が参加しました。 

 

３ 復興公営住宅入居者の健康づくり・介護予防事業 

復興公営住宅入居者に対する健康支援活動が効果的に実施できるよう、関係者と 

連携して事業や情報交換等を行いました。 

 

・ＮＰＯ法人みんぷくが復興公営住宅入居者へ配付する「みんぷく通信」にフレイ 

ル予防（運動、食事、口腔）、食事に関する資料を作成し掲載   ：4 回 

・復興公営住宅、自治会等に関する会議及び情報交換会への参加  ：7 回 

 

 

 

 

第 2 回 

令和 8 年 3 月 11 日 

1  情報交換 

・第１回情報交換会における課題の進捗状況  

・いわき市地域包括支援センターの避難高齢者に対

する相談支援及び高齢者虐待通報対応の状況つい

て⇒いわき市地域包括支援センター（7 地区）ヒア

リング結果報告 

・各市町村の高齢者虐待通報窓口対応と今後の連携

について  

2  情報提供  

・いわき市における介護福祉サービスの紹介  

3  その他  

・各避難元町村の問い合わせや相談等窓口  

・復興公営住宅緊急時連絡網  

・いわき市内地区別避難高齢者の人口  

・いわき市及び双葉郡町村の介護福祉サービスにつ 

いて  

14 
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 (3) 母子保健施策の推進 

1 被災した子どもの健康生活対策等総合支援事業【全庁重点・所重点】 

子ども健やか訪問事業 

震災により、避難生活を余儀なくされている子ども（1 歳児、4 歳児及び継続支援を

必要とする児）がいる家庭を訪問し、心身の健康に関する相談、生活・育児に関する相談

等に対応することにより、子育て家庭の不安の軽減を図りました。 

 

■子ども健やか訪問実施件数 

市町村 年齢 
対象数 

（人） 

訪問実数 

（人） 

訪問延数 

（人） 

富岡町 1 歳 0 0 0 

4 歳 2 2 5 

継続 0 0 0 

双葉町 1 歳 1 1 2 

4 歳 7 7 12 

継続 0 0 0 

浪江町 １歳 3 3 8 

4 歳 0 0 0 

継続 1 0 0 

計 14 13 27 

 

2 市町村母子保健支援事業【所重点】 

(1) 母子保健事業検討会の開催 

いわき地域に避難している住民のいわき市乳幼児健康診査及び乳幼児健康診査事後フ

ォローの実施体制等の調整を図るため、いわき市、南相馬市、双葉郡町村の保健師等を

招集し、検討会を開催しました。 

 

 

■母子保健事業検討会の開催状況 

開催日 議 題 

令和７年 12 月２日 ① 乳幼児健康診査及び事後フォローについて  

② いわき市内避難者の５歳児健康診査について 

③ 相双地域あそびの教室について 

④ 幼児健康相談会について 

⑤ 心理士による幼児個別相談会について 

⑥ 情報交換「いわき市内避難者の就学までの支援について」 
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事前打ち合わせ  

・双葉郡町村（楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町）：各１回 

・いわき市：１回 

 

(2) いわき市の乳幼児健康診査への協力 

事後支援の必要な幼児等が増えている状況を踏まえ、いわき市が実施する 1 歳 

6 か月児健康診査及び 3 歳児健康診査において、事後支援にかかる情報を現場か 

ら把握し、各市町村と連携して適切な支援に結びつけることを目的として、保健師 

の派遣を実施しました。 

派遣回数：保健師 81 回 

 

■いわき市乳幼児健康診査派遣回数         （単位：回） 

年度 
いわき出張所派遣回数 

4 か月児 10 か月児 １歳 6 か月児 3 歳児 計 

R5   70 77 147 

R6   46 47 93 

R7   41 40 81 

 

(3) 相双地域あそびの教室の開催 

発達の遅れや偏り、その心配のある幼児の発達状況の確認及び保護者の理解を促し、

適切な対応を行えるよう、子どもの心のケア事業による専門職派遣を活用して、双葉郡

７町村、相双保健福祉事務所いわき出張所で共同開催しました。 

 

相双地域あそびの教室開催回数：10 回   参加児数：実 12 人、延べ 53 人 

 

■相双地域あそびの教室の実施状況 

開催月日 内     容 

令和 7 年 

5 月 9 日 

6 月 4 日 

７月 16 日 

８月 20 日 

9 月 26 日 

10 月 15 日 

11 月 28 日 

12 月 17 日 

①保護者に対する相談、助言、指導 

②幼児に対する発達を促す集団指導及び個別指導 

令和 8 年 
1 月 21 日 

2 月 28 日 
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(4)  幼児健康相談会の開催 

発達の遅れや偏り、その心配のある幼児の保護者へ児童精神科医、公認心理師等によ

る医療支援を行うことで、発達特性や対応方法の理解を促し、適切な支援につながるよ

う、子どもの心のケア事業における医療支援事業を活用して、双葉郡５町村、相双保健

福祉事務所いわき出張所で共同開催しました。 

 

幼児健康相談会開催回数：1 回  相談件数：1 件 

 

3 小児慢性特定疾病対策事業 

小児慢性疾患のうち、治療法の確立していない特定の疾患にり患している児童に対 

し、治療研究に必要な費用を交付し、患者家族の医療費の負担を軽減する事業の受給 

児童に対する療養相談に対応しました。また、申請に関する相談対応や制度、社会資源

に関する情報提供を行いました。 

新規申請：1 件、電話：55 回、訪問：１回、所外相談：２回、所内相談：７回 

  

(4) 肝炎対策の推進 

保健所における肝炎相談事業 

肝炎の早期発見と患者・家族等の不安の軽減を図るため、電話及び来所での相談への 

対応を行いました。 

相談対応件数：１件 

 

(5) 難病対策 

１ 特定疾患治療研究事業・指定難病医療費助成事業 

難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成制度による指定難病

（348 疾患）及び特定疾患治療研究事業の対象疾患（4 疾患）の治療研究を行うととも

に医療費の自己負担の軽減を図るため、いわき地域における受給者証交付申請に関する

事務を行いました。 

 

■申請受理及び進達件数                     （単位：件） 

新規 更新 転入 変更等 再交付 総室 

14 113 0 10 1 4 
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２ 難病在宅療養者支援体制整備事業 

(1) 難病患者相談指導事業 

いわき地域へ避難している難病患者の在宅療養を支援するため、保健師、栄養士 

等による家庭訪問等を行い、相談に対応しました。（随時） 

 

■相談対応実施状況 

・面接相談（所内・所外）：延べ人数 118 人（実人数 90 人）    （単位：人） 

実人

数 

延べ 

人数 

相談内容（再掲・延べ人数） 

申請

等 
医療 

家庭 

介護 

福祉 

制度 
就労 就学 

食事 

栄養 
歯科 

その

他 

90 118 116 0 0 0 1 0 0 0 1 

・電話相談：延べ件数 135 件（うち文書 46 件） 

・家庭訪問：延べ件数 12 件（実 8 件） 

 

(2) 難病患者医療相談事業 

  疾病等に対する不安の軽減を図るため、専門職による相談会及び患者・家族同士の交

流会をいわき市保健所と協力開催しました。 

いわき市主催：１回  当所主催：２回 

 

■医療相談事業の実施状況                     

①開催日時：令和 7 年 6 月 23 日 

開催場所：いわき合同庁舎 4 階第 2 中会議室 

対 象 者：成人スチル病、ベーチェット病、高安動脈炎の患者及びその家族   

参加者数：6 人（うち相双地域 2 人） 

内    容：ア ミニ講話「リラクゼーション方法について」 

講師 ふくしま心のケアセンター避難地域支援センター 

イ 交流会 

ウ リラクゼーション方法の実践 

②開催日時：令和 8 年 2 月 4 日 

開催場所：いわき合同庁舎 4 階大会議室 

対 象 者：難病患者及びその家族   

参加者数：9 人（うち相双地域 0 人） 

内    容：ア 講話「難病の方の就職支援について」 

講師 ハローワーク福島  

          イ 交流会、個別相談 
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  (3) 難病ボランティア育成事業 

いわき地域に生活している難病患者やその家族が、安心して療養生活を送れるよ

う、ボランティア団体等の育成・連携を図り、地域住民の支援を得ることができる地

域づくりの推進を目的に実施しました。 

    ■実施状況 

   ・難病ボランティアさくらの会定例会への参加：12 回 

   ・難病ボランティアさくらの会との同行訪問：実 4 件、延べ 4 件 

   ・難病ボランティアなみの会・さくらの会交流会：1 回（再掲） 

 

３ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 

患者の医療負担の軽減を図り、精神的、身体的不安の解消を図るため、いわき地域 

における受給者証交付申請に関する事務を行っていますが、申請はありませんでした。 

 

(６) 各種免許の交付 

１ 医師免許等の交付事務 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師等医療従事者の免許申請に係る事務等を 

行いました。 

薬剤師免許新規申請進達件数：  0 件 

看護師免許新規申請進達件数：  0 件 

理学療法士免許新規申請進達件数：0 件 

作業療法士免許新規申請進達件数：1 件 

准看護師免許新規申請進達件数： 0 件 

 

２ 栄養士・管理栄養士指導事業 

    栄養士免許新規申請進達件数：  0 件 

 

(７) 生活習慣病対策の推進 

生活習慣病予防啓発事業 

「世界禁煙デー」、「禁煙週間」やたばこの健康影響などについて、復興公営住宅でチラシ

の配布、ポスターの掲示、いわき合同庁舎内一斉放送等で啓発活動を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 


